
は
じ
め
に

い
た
わ
た
し

板
渡
の
墨
蹟
と
は
、
南
宋
禅
院
五
山
の
筆
頭
で
あ
る
臨
安
府
（
杭
州
）
径
山

の
住
持
無
準
師
範
か
ら
京
都
東
福
寺
開
山
の
円
爾
に
送
ら
れ
た
尺
牘
（
書
簡
）
で

あ
る
。
径
山
で
火
災
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
円
爾
が
、
そ
の
復
興
の
た
め
に
木

材
を
送
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
礼
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
無
準
は
円
爾
留
学
中

の
師
で
あ
る
が
、
円
爾
帰
国
の
後
に
も
そ
の
縁
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
尺

牘
は
伝
え
て
い
る
。
関
連
す
る
尺
牘
は
他
に
も
数
点
存
在
す
る
が
、
特
に
重
要
な

も
の
に
徳
敷
尺
牘
が
あ
る
。
田
山
方
南
『
禅
林
墨
蹟
拾
遺
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
板
渡
の
墨
蹟
と
同
時
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
徳
敷
は
監
寺
と
し
て

径
山
の
財
務
を
監
督
し
て
い
た
僧
で
あ
る
。
住
持
で
あ
る
無
準
の
尺
牘
（
板
渡
の

墨
蹟
）
と
比
べ
る
と
、
木
材
の
や
り
取
り
に
関
す
る
よ
り
生
々
し
い
内
容
が
記
さ

れ
て
お
り
、
両
者
を
併
せ
て
読
む
こ
と
で
円
爾
の
木
材
送
付
の
実
態
が
よ
く
分
か

る
。

板
渡
の
墨
蹟
に
関
し
て
は
、
他
の
一
連
の
墨
蹟
と
併
せ
て
、
辻
善
之
助
が
『
日

本
仏
教
史
』
の
中
で
全
文
を
引
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
徳
敷
尺
牘
は
未
紹
介
）

﹇
辻1949

:102-07

﹈。
美
術
史
の
世
界
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
名
品
で
あ
り
、
一
九

五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
田
山
方
南
『
禅
林
墨
蹟
』『
禅
林
墨
蹟
拾

遺
』
や
芳
賀
幸
四
郎
『
墨
蹟
大
観
』
な
ど
で
美
術
史
家
に
よ
る
基
礎
的
な
解
説
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。
他
に
僧
伝
研
究
の
中
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
簡
単
に
触
れ
ら

れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
日
宋
関
係
史
の
重
要
史
料
と
し
て
、
初
め
て
本

格
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
川
添
昭
二
氏
で
あ
る
﹇
川
添1987

﹈。
博
多
綱
首
の
活

動
形
態
、
木
材
輸
送
の
様
子
な
ど
、
日
宋
交
通
の
具
体
的
な
様
子
を
伝
え
る
貴
重

な
史
料
と
し
て
評
価
し
た
こ
と
は
重
要
で
、
両
墨
蹟
は
近
年
で
は
日
宋
関
係
史
に

関
す
る
展
示
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る１
。

最
近
積
極
的
に
研
究
を
進
め
て
い
る
の
は
西
尾
賢
隆
氏
で
あ
る
﹇
西
尾2002

・

2003

﹈。
西
尾
氏
は
板
渡
の
墨
蹟
と
徳
敷
尺
牘
の
両
尺
牘
に
関
し
て
詳
細
な
註
を

付
け
な
が
ら
、
従
来
の
翻
刻
・
訓
読
・
解
釈
を
正
し
て
お
り
、
最
新
の
研
究
成
果

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
橋
本
雄
氏
は
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
板

「
板
渡
の
墨
蹟
」
か
ら
見
た
日
宋
交
流

榎

本

渉

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
二
号

二
〇
〇
八
年
三
月
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渡
の
墨
蹟
に
先
行
す
る
無
準
尺
牘
（
後
掲
の
無
準
尺
牘
１
）
の
翻
刻
・
訓
読
・
解

釈
を
行
な
い
、
無
準
・
円
爾
の
交
流
の
過
程
に
関
し
て
も
整
理
を
行
な
っ
て
い
る

﹇
橋
本2007

﹈。

こ
の
よ
う
に
、
両
尺
牘
は
そ
の
価
値
を
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
近
年
も
さ
ら

に
再
検
討
が
加
え
ら
れ
、
研
究
は
精
緻
化
し
て
い
る
。
す
で
に
私
が
改
め
て
言
及

す
る
ま
で
も
な
い
状
況
に
見
え
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
で
は
、
あ
え

て
両
尺
牘
の
再
検
討
を
試
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
解
説
文
や
簡
単
な
紹
介
を
除

け
ば
、
両
尺
牘
に
関
し
て
本
格
的
な
考
察
を
加
え
て
い
る
の
は
、
現
状
で
は
川

添
・
西
尾
両
氏
で
あ
る
が
、
前
者
は
博
多
綱
首
研
究
の
一
環
で
取
り
上
げ
た
も
の

で
あ
り
、
尺
牘
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
後
者
も

尺
牘
の
読
解
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
事
実
に
つ
い
て
は

な
お
触
れ
る
べ
き
点
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
本
稿
は
、
四
日
市
康
博
氏
編
著
の
九
大
ア
ジ
ア
叢
書
『
モ
ノ
か
ら
見
た
海

域
ア
ジ
ア
史
―
モ
ン
ゴ
ル
〜
宋
元
時
代
の
ア
ジ
ア
と
日
本
の
交
流
―
』（
九
州
大

学
出
版
会
）
第
二
章
「「
板
渡
の
墨
蹟
」
と
日
宋
貿
易
」﹇
榎
本2008

﹈
の
内
容
を

補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
双
方
を
参
照
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

１

円
爾
と
無
準
師
範

（
１
）
円
爾
の
前
半
生

ま
ず
は
板
渡
の
墨
蹟
に
登
場
す
る
二
人
の
主
要
人
物
、
円
爾
と
無
準
師
範
の
縁

に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
円
爾
に
関
し
て
は
『
元
亨
釈

書
』
巻
七
に
収
め
る
弁
円
（
円
爾
）
伝
、
お
よ
び
『
聖
一
国
師
年
譜
』
と
い
う
詳

細
な
伝
記
史
料
が
知
ら
れ
る
。
前
者
は
円
爾
の
法
孫
虎
関
師
錬
の
手
に
な
る
も
の

で
、
一
四
世
紀
初
め
に
撰
述
さ
れ
た
（
冒
頭
に
一
三
二
二
年
の
「
上
元
亨
釈
書

表
」
を
附
す
）。
後
者
は
一
二
八
〇
年
の
円
爾
示
寂
直
後
に
門
弟
の
鉄
牛
円
心
が

撰
述
し
、
一
四
一
七
年
に
円
爾
の
法
流
（
聖
一
派
）
に
連
な
る
岐
陽
方
秀
が
増
補

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
増
補
に
当
た
っ
て
は
、『
元
亨
釈
書
』
弁
円
伝
が
参
照

さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
葉
貫
磨
哉1993

第
三
章
第
四
節
（
初
出

1979

）﹈。
伝
記
研
究
と
し
て
は
、
広
渡
正
利
・
古
田
紹
欽
両
氏
の
研
究
が
ま
と

ま
っ
て
い
る
﹇
広
渡1977

第
四
編
・
古
田1988

第
五
章
﹈。

無
準
師
範
の
伝
記
史
料
と
し
て
は
、『
無
準
師
範
禅
師
語
録
』
付
収
の
『
径
山

無
準
禅
師
行
状
』
と
、
京
都
東
福
寺
蔵
『
仏
鑑
禅
師
行
状
』
が
あ
る
。
前
者
は
晩

年
の
無
準
の
下
に
あ
っ
た
無
文
道
璨
の
手
に
な
る
も
の
、
後
者
は
無
準
生
前
の
一

二
三
九
年
、
無
準
門
弟
の
徳
如
が
同
門
の
円
爾
の
た
め
に
撰
し
た
も
の
で
あ
る

（
当
然
無
準
晩
年
の
事
蹟
は
記
し
て
い
な
い
）。
無
準
の
伝
記
研
究
と
し
て
は
、
福

嶋
俊
翁
氏
の
手
に
な
る
も
の
が
あ
る
﹇
福
嶋1974

第
一
章
（
初
出1950

）﹈。

こ
れ
ら
の
史
料
・
研
究
を
元
に
、
円
爾
の
前
半
生
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
（
以
下
円
爾
・
無
準
の
事
蹟
に
触
れ
る
際
、
特
に
注
記
し
な
い
場
合
に
は
、

以
上
の
史
料
・
研
究
に
拠
る
）。

円
爾
は
一
二
〇
二
年
、
駿
河
国
安
倍
郡
藁
科
に
生
ま
れ
た
。
一
二
一
九
年
に
園

城
寺
で
出
家
し
た
寺
門
派
の
僧
だ
っ
た
が
、
一
二
二
三
年
、
上
野
国
長
楽
寺
の
栄

朝
の
評
判
を
聞
き
、
こ
れ
に
参
じ
る
。
栄
朝
は
栄
西
の
門
弟
と
し
て
密
・
禅
を
修

め
た
人
で
あ
る
。
栄
西
一
派
（
臨
済
宗
黄
龍
派
）
は
当
時
の
日
本
に
宋
風
仏
教
を

導
入
し
た
教
団
で
、
道
元
を
は
じ
め
、
そ
の
門
下
か
ら
は
多
く
の
入
宋
僧
が
出
た
。

円
爾
か
ら
す
れ
ば
栄
朝
の
会
下
は
、
最
新
の
教
説
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
最
良
の

場
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

円
爾
が
入
宋
を
志
し
た
き
っ
か
け
は
、
一
二
二
六
年
鎌
倉
寿
福
寺
の
退
耕
行
勇

（
栄
西
門
弟
）
の
下
に
あ
っ
た
時
、
行
勇
門
弟
の
大
歇
了
心
が
楞
厳
経
の
講
義
を
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行
な
っ
て
い
た
の
で
質
問
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
了
心
が
解
答
に
詰
ま
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
了
心
は
楞
厳
経
に
詳
し
く
、
鎌
倉
の
僧
は
彼
を
指
南
と
し

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
了
心
も
、
円
爾
が
満
足
す
る
ほ
ど
の
理
解
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
円
爾
は
考
え
る
。「
私
は
誰
に
依
る
べ
き
か
。
宋
に
行
っ
て
宗

匠
を
訪
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
了
心
は
か
つ
て
入
宋
し
た
こ
と
が
あ
り
、

日
本
禅
林
の
衣
服
の
礼
式
は
彼
か
ら
始
ま
る
と
言
わ
れ
る２
。
当
時
の
栄
西
一
派
を

代
表
す
る
僧
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
円
爾
の
期
待
す
る
ほ
ど
の

質
で
は
な
く
、
こ
こ
で
円
爾
は
自
ら
入
宋
す
る
こ
と
を
思
い
立
つ
よ
う
に
な
る
。

円
爾
は
一
二
三
〇
年
、
寿
福
寺
か
ら
長
楽
寺
に
帰
っ
た
が
、
一
二
三
三
年
、
つ

い
に
入
宋
の
決
意
を
固
め
て
師
の
栄
朝
の
下
を
辞
す
。
ま
ず
は
駿
河
の
母
に
別
れ

を
告
げ
、
博
多
に
向
か
っ
た
。
博
多
は
古
代
以
来
の
対
外
貿
易
港
で
、
当
時
入
宋

す
る
場
合
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
こ
か
ら
慶
元
（
浙
江
省
寧
波
）
を
目
指
し
た
﹇
榎

本
渉2007

第
一
部
第
一
章
（
初
出2001

）﹈。
円
爾
は
当
初
博
多
円
覚
寺
に
滞
在
し

た
。
こ
の
時
禅
宗
に
敵
意
を
持
つ
大
宰
府
有
智
山
（
大
山
寺
）
の
義
学
が
円
爾
を

害
せ
ん
と
し
た
た
め
、
綱
首
謝
国
明
が
こ
れ
を
知
っ
て
円
爾
を
護
衛
し
、
博
多
櫛

田
の
私
宅
に
住
ま
わ
せ
た
と
い
う
。
当
時
博
多
に
居
住
し
て
日
宋
貿
易
に
た
ず
さ

わ
っ
た
宋
海
商
は
研
究
史
上
で
博
多
綱
首
と
呼
ば
れ
る
が
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
博

多
周
辺
の
寺
社
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
保
護
を
受
け
た
。
謝
国
明
は
一
二
五
二
年

に
宗
像
社
領
の
小
呂
島
を
め
ぐ
っ
て
相
論
を
起
こ
し
て
お
り
、
ま
た
筥
崎
宮
の
所

領
を
買
得
す
る
な
ど
、
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
﹇
川

添1987
:143-44

﹈。
櫛
田
の
邸
宅
も
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
謝
国
明
が
円
爾
を
か
く
ま
っ
た
事
情
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

栄
西
一
門
と
親
し
い
海
商
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
二
三
五
年
、
円
爾
は
い
よ
い
よ
入
宋
の
途
に
就
い
た
。
平
戸
か
ら
十
日
を
経

て
慶
元
に
着
い
た
と
い
う
。
日
宋
交
通
に
当
た
っ
て
は
、
博
多
か
ら
沿
岸
伝
い
に

北
九
州
を
移
動
し
、
最
終
的
な
風
待
ち
港
に
船
を
泊
め
、
そ
こ
か
ら
東
シ
ナ
海
を

突
っ
切
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
平
戸
が
最
終
的
な
風
待
ち
港
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
円
爾
は
慶
元
の
景
福
寺
・
天
童
寺
、
臨
安
の
上
天
竺
寺
・
浄
慈

寺
・
霊
隠
寺
を
歴
参
し
た
が
、
霊
隠
寺
で
退
耕
徳
寧
か
ら
径
山
の
無
準
師
範
を
勧

め
ら
れ
た
。
無
準
は
退
耕
の
師
で
あ
る
。
円
爾
は
無
準
に
一
見
し
て
器
と
し
て
認

め
ら
れ
、
以
後
帰
国
ま
で
従
う
こ
と
に
な
る
。
一
二
三
七
年
に
は
無
準
か
ら
印
可

を
受
け
た
。
円
爾
の
帰
国
は
一
二
四
一
年
。
円
爾
を
乗
せ
た
船
は
五
月
一
日
に
慶

元
定
海
県
（
今
の
鎮
海
）
を
出
航
し
た
。
こ
の
時
は
風
波
が
荒
れ
、
船
団
を
組
ん

で
い
た
三
艘
中
、
円
爾
の
船
以
外
の
二
艘
は
沈
没
し
て
し
ま
っ
た
が
、
円
爾
の
船

は
辛
く
も
風
波
を
凌
ぎ
、
高
麗
の
耽
羅
（
済
州
島
）
を
経
由
し
て
七
月
に
博
多
に

着
い
た
。

円
爾
は
博
多
に
着
い
て
ま
も
な
く
大
宰
府
に
移
っ
た
。
径
山
で
円
爾
と
同
門

だ
っ
た
随
乗
房
湛
慧
と
い
う
日
本
僧
が
お
り
、
円
爾
に
先
立
っ
て
帰
国
す
る
に
当

た
り
、「
大
宰
府
横
嶽
山
に
寺
を
建
て
る
の
で
、
無
事
帰
国
し
た
ら
住
持
し
て
ほ

し
い
」
と
約
束
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
円
爾
は
こ
の
約
束
に
従
い
湛
慧
の
建
て
た

崇
福
寺
に
住
し
た
。
円
爾
の
人
気
は
帰
国
直
後
か
ら
か
な
り
の
も
の
だ
っ
た
よ
う

で
、
同
年
、
長
楽
寺
・
径
山
で
の
同
門
神
子
栄
尊
が
肥
前
水
上
に
建
て
た
万
寿
寺

の
開
山
と
し
て
も
招
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
翌
年
八
月３
に
は
、
謝
国
明
が
博
多
に
承
天
寺
を
建
立
し
、
円
爾
を
開
山

と
し
て
招
い
た
。
謝
国
明
が
入
宋
前
の
円
爾
を
私
宅
に
か
く
ま
っ
た
話
は
す
で
に

述
べ
た
が
、
そ
の
縁
は
帰
国
後
に
も
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
円
爾
は
帰
国
直
後
に
博
多
来
迎
院
で
綱
首
た
ち
に
説
法
を
行
な
っ
た
が
、

そ
の
綱
首
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
張
四
綱
は
円
爾
の
頂
相
を
描
い
て
賛
を
請
う
た
。

久
能
門
下
、
無
法
与
人
、
握
篦
拠
坐
、
近
前
便
�

（
円
爾
の
門
下
に
、
人
に
与
え
る
法
は
無
い
。
私
は
竹
篦
を
取
っ
て
座
に
あ
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る
け
れ
ど
も
、
近
く
に
行
っ
て
す
ぐ
に
お
前
を
鞭
打
っ
て
や
ろ
う
）

「
竹
篦
を
取
っ
て
座
に
あ
る
」
と
あ
る
の
は
、
張
四
綱
が
も
た
ら
し
た
頂
相
中
の

円
爾
の
図
様
を
言
っ
た
も
の
か
。
と
も
か
く
博
多
綱
首
の
間
で
の
円
爾
人
気
は
か

く
の
如
き
で
あ
っ
た
。
円
爾
が
承
天
寺
の
住
持
と
な
っ
た
の
は
、
謝
国
明
と
の
個

人
的
な
縁
に
依
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
博
多
綱
首
層
の
広
い
支
持
も
あ
っ

て
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
川
添
昭
二
氏
は
日
本
に
お
け
る
禅
宗
導
入
に

お
い
て
、
禅
宗
信
者
で
あ
っ
た
博
多
綱
首
の
役
割
を
重
視
す
る
﹇
川
添1987

・

1988

﹈
が
、
至
当
な
見
解
と
思
う
。

一
二
四
三
年
二
月
、
円
爾
は
九
条
道
家
か
ら
京
都
に
招
か
れ
た
。
湛
慧
が
大
宰

府
観
世
音
寺
の
神
事
に
か
こ
つ
け
て
暴
行
を
受
け
、
こ
れ
を
関
白
二
条
良
実
に
訴

え
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
良
実
は
仏
法
に
つ
い
て
の
問
答
も
行
な
っ
た

が
、
湛
慧
の
受
け
答
え
が
詳
明
で
あ
っ
た
の
で
、
父
道
家
に
こ
れ
を
紹
介
し
た
。

こ
の
時
湛
慧
は
円
爾
の
こ
と
を
紹
介
す
る
と
、
道
家
は
関
心
を
示
し
、
円
爾
を
京

に
呼
び
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
円
爾
帰
国
か
ら
二
年
足
ら
ず
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
道

家
は
円
爾
に
惚
れ
込
み
、「
聖
一
和
尚
」
の
四
字
を
与
え
、
あ
わ
せ
て
建
設
中

だ
っ
た
東
福
寺
開
山
と
す
る
約
束
を
し
た
。
以
後
円
爾
は
、
東
福
寺
完
成
後
、
一

二
八
〇
年
の
示
寂
ま
で
京
都
東
福
寺
を
拠
点
と
し
、
そ
の
一
派
（
臨
済
宗
聖
一

派
）
は
長
く
摂
関
家
の
外
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
帰
国
後
の
円
爾
と
無
準
の
連
絡

こ
の
間
、
円
爾
は
無
準
師
範
と
連
絡
を
取
り
続
け
た
。
そ
れ
は
現
存
す
る
無
準

師
範
の
尺
牘
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
二
点
の
尺
牘
を
引
用
し
よ

う
。
な
お
以
下
で
両
尺
牘
に
言
及
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
無
準
尺
牘
１
・
無

準
尺
牘
２
と
呼
び
、
傍
線
部
に
言
及
す
る
場
合
は
、
番
号
を
付
し
て
「
無
準
尺
牘

１
ｃ
」
の
よ
う
に
書
く
。
ま
た
尺
牘
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
他
の
所
引
史
料
と
と

も
に
本
稿
の
最
後
に
ま
と
め
て
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

○
無
準
師
範
尺
牘
（
写
）
１
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵４
）

（
ａ
）

師
範
和
南
手
白
」
日
本
国
大
宰
府
崇
福
爾
長
老
。」
一
別
許
久
、
毎
切
馳
参
。

（
ｂ
）
近
者
収
」
書
、
且
知
出
応
人
天
之
命
、
為
」
世
導
師
、
老
懐
慰
喜
。
…

（
ｃ
）
山
」
中
雖
復
罹
火
厄
、
日
来
亦
有
成
」
就
之
漸
、
無
労
遠
念
。
正
続
但
」
欠

（
ｄ
）

仏
殿
、
亦
一
面
経
営
矣
。
恐
欲
」
知
之
、
祐
・
音
二
兄
在
此
、
過
得
甚
」
好
。

（
ｅ
）

祐
近
来
有
趣
向
、
甚
可
喜
。
前
」
日
所
寄
二
件
信
物
、
一
々
如
書
中
数
」
目

（
ｆ
）

領
訖
。
極
感
道
義
。
便
中
就
以
」
錦
法
衣
一
頂
、
乃
前
輩
尊
宿
相
」
伝
者
付

去
。
遇
説
法
一
披
。
餘
宜
」
為
大
法
自
愛
。
是
祝
。
大
宋
国
臨
」
安
府
径
山

興
聖
万
寿
禅
寺
住
持
」
特
賜
仏
鑑
円
照
禅
師
師
範
和
南
。」
崇
福
爾
長
老
。

○
無
準
師
範
尺
牘
２
（
畠
山
記
念
館
蔵５
）

（
ａ
）

（
ｂ
）

師
範
和
南
手
白
」
承
天
堂
頭
長
老
。
向
曾
収
書
、
已
嘗
」
回
答
、
就
有
錦
法

（
ｃ
）

衣
壱
頂
附
去
。
乃
」
是
従
上
来
諸
知
識
所
伝
者
、
以
表
」
付
授
不
妄
。
茲
来

豪
上
人
来
再
収
」
書
、
乃
知
前
書
未
到
。
又
知
」
道
躰
安
隠
、
為
慰
多
矣
。

（
ｄ
）

（
ｅ
）

信
物
已
如
数
」
領
訖
。
相
望
迢
々
、
何
必
構
此
。
甚
感
々
々
。」
所
言
大
字
、

一
々
写
去
。
又
恐
寺
大
而
字
」
小
、
不
知
可
用
否
。
如
不
可
用
、
後
便
寄
」

（
ｆ
）

声
。
又
当
書
去
矣
。
山
中
壬
寅
二
月
、」
復
罹
火
厄
、
荷
」
聖
君
洎
朝
廷
降

賜
及
檀
越
施
財
、
今
」
幸
有
緒
、
不
労
念
及
也
。
…
切
宜
」
為
大
法
保
愛
。

餘
不
一
々
。
師
範
和
南
白
」
承
天
堂
頭
長
老
。
…

そ
れ
ぞ
れ
無
準
か
ら
円
爾
へ
当
て
た
尺
牘
で
あ
る
。「
最
近
書
を
受
け
取
り
、
さ

ら
に
お
前
が
住
持
に
な
っ
て
人
天
の
命
に
応
じ
、
世
の
導
師
と
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
」（
無
準
尺
牘
１
ｂ
）、「
今
豪
上
人
が
来
て
、
再
び
書
を
受
け
取
り
、
は

じ
め
て
前
の
書
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
」（
無
準
尺
牘
２
ｃ
）
と
あ
り
、

こ
の
二
通
が
円
爾
の
尺
牘
に
対
す
る
返
事
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
残
念
な
が
ら

円
爾
の
尺
牘
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
便
宜
的
に
こ
れ
ら
を
円
爾
尺
牘
１
・
円
爾
尺
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牘
２
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

無
準
尺
牘
１
・
２
の
書
か
れ
た
時
期
は
い
つ
か
考
え
て
み
よ
う
。
無
準
尺
牘
２

ｆ
は
「
径
山
が
壬
寅
（
一
二
四
二
）
二
月
に
ま
た
火
災
に
遭
っ
た
」
と
記
し
て
い

る
。
こ
こ
で
「
ま
た
（
復
）」
と
あ
る
の
は
、
無
準
の
径
山
住
持
（
一
二
三
二
）

の
翌
年
に
も
火
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
は
三
年
で
寺
を
復

興
し
賞
賛
さ
れ
た
が
、
一
二
四
二
年
に
ま
た
も
火
災
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
無
準
尺
牘
１
ｃ
で
は
、
年
代
を
書
か
ず
に
「
径
山
が
ま
た
火
災

に
遭
っ
た
け
れ
ど
も
、
…
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
無
準
尺
牘
１
が

径
山
火
災
の
年
に
書
か
れ
た
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
年
代
を
書
か
な
か
っ
た
も
の
と
思

う
。
逆
に
わ
ざ
わ
ざ
年
代
を
書
く
無
準
尺
牘
２
は
、
一
二
四
二
年
に
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
無
準
尺
牘
１
は
一
二
四
二
年
（
火
事
の

あ
っ
た
二
月
以
降
）
に
、
無
準
尺
牘
２
は
一
二
四
三
年
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

円
爾
の
呼
び
名
に
つ
い
て
は
、
無
準
尺
牘
１
ａ
に
「
日
本
国
大
宰
府
崇
福
爾
長

老
（
崇
福
寺
住
持
円
爾
）」
と
あ
る
。
円
爾
尺
牘
１
に
一
二
四
一
年
の
崇
福
寺
住

持
就
任
の
件
が
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
無
準
尺
牘
１
ｂ
に
は
、
円
爾
尺
牘
１

で
円
爾
の
住
持
就
任
を
知
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
無
準
尺
牘
２
ａ
で
円
爾

が
「
承
天
堂
頭
長
老
（
承
天
寺
住
持
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
、
円
爾
尺
牘
２

で
承
天
寺
住
持
就
任
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、

円
爾
尺
牘
１
は
崇
福
寺
住
持
就
任
（
一
二
四
一
年
七
月
以
降
）
か
ら
一
二
四
二
年

八
月
の
承
天
寺
創
建
の
間
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
後
で
触
れ
る
が
、
円
爾
は
一
二

四
三
年
九
月
に
三
通
目
の
尺
牘
（
円
爾
尺
牘
３
）
を
認
め
て
お
り
、
円
爾
尺
牘
２

は
承
天
寺
創
建
か
ら
円
爾
尺
牘
３
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

無
準
尺
牘
２
ｃ
で
は
豪
上
人
が
円
爾
尺
牘
２
を
届
け
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。

ま
た
『
聖
一
国
師
語
録
』
お
よ
び
『
聖
一
国
師
年
譜
』
寛
元
二
年
条
所
引
の
無
準

尺
牘
（
一
二
四
〇
年
代
後
半
）
に
は
「
印
上
人
来
収
書
」
と
あ
り
、
印
上
人
が
円

爾
の
尺
牘
を
届
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
円
爾
尺
牘
１
も
届
け
た
日
本
僧
が
い
た
に

違
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
無
準
尺
牘
１
ｄ
で
は
祐
・
音
と
い
う
二
人
の
僧
の
近

況
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
し
か
も
「
お
そ
ら
く
お
前
が
知
り
た
が
っ
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
が
」
と
あ
る
）。
こ
の
二
人
は
円
爾
の
関
係
者
に
違
い
な
く
、
明
記
さ
れ

な
い
も
の
の
、
円
爾
尺
牘
１
を
伝
え
た
の
は
彼
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
入

宋
僧
に
道
祐�

・
覚
音�

が
お
り
、
お
そ
ら
く
同
一
人
物
だ
ろ
う６
。

円
爾
尺
牘
２
を
届
け
た
豪
上
人
は
、
後
に
上
野
長
楽
寺
住
持
と
な
っ
た
一
翁
院

豪�

と
考
え
ら
れ
る
。
一
翁
は
後
に
無
学
祖
元
に
充
て
た
尺
牘
で
、「
遂
於
淳
祐
甲

辰
年
（
一
二
四
四
）
発
志
、
航
海
梯
山
、
乃
抵
四
明
、
径
詣
径
山
、
礼
謁
仏
鑑
大

禅
師
」
と
述
べ
、
一
二
四
四
年
に
入
宋
し
て
径
山
の
無
準
（
仏
鑑
禅
師
）
に
参
じ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る７
。
と
な
る
と
、
円
爾
尺
牘
２
が
無
準
の
下
に
届
い
た
の
は
一

二
四
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
円
爾
尺
牘
２
の
返

事
と
し
て
無
準
尺
牘
２
が
書
か
れ
た
後
、
円
爾
尺
牘
３
（
無
準
尺
牘
１
の
返
事
）

が
一
二
四
四
年
七
月
に
径
山
に
届
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
円
爾
尺
牘
２
の
到
来
・

無
準
尺
牘
２
起
草
が
一
二
四
四
年
の
正
月
か
ら
七
月
の
間
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
円
爾
尺
牘
２
の
起
草
が
一
二
四
二
年
八
月
か
ら
一
二
四
三
年
九
月
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
一
二
四
二
年
に
書
か
れ
た
も
の
が
一
二
四
四
年
に
到

着
す
る
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
遅
す
ぎ
る
感
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
一
二
四
三
年
に

な
っ
て
か
ら
書
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
無
準
尺
牘
２
ｃ
に
拠
る
と
、
円
爾
尺

牘
２
は
無
準
尺
牘
１
が
届
く
前
に
書
か
れ
て
お
り
、
日
宋
間
の
タ
イ
ム
ラ
グ
の
た

め
に
両
者
の
連
絡
に
行
き
違
い
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
な
お
後
掲
の
円
爾
尺
牘
３
ｂ

に
拠
る
と
、
無
準
尺
牘
１
は
一
二
四
三
年
正
月
か
ら
九
月
の
間
に
届
い
た
こ
と
が

分
か
る
（
後
述
）。

以
上
は
も
っ
ぱ
ら
年
代
考
証
の
鍵
と
な
る
部
分
に
限
っ
て
二
通
の
無
準
尺
牘
を
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見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
改
め
て
内
容
を
確
認
し
て
み
る
と
、
何
が
分
か
る
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
尺
牘
の
往
来
は
円
爾
か
ら
始
ま
っ
た
か
ら
、
ま
ず
は
円
爾
側
の
目
的

を
見
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
円
爾
尺
牘
１
・
２
は
師
の
無
準
に
崇

福
寺
・
承
天
寺
住
持
就
任
を
伝
え
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
と

も
に
贈
物
も
届
け
た
よ
う
で
、
無
準
尺
牘
１
ｅ
・
２
ｄ
に
は
確
認
の
た
め
に
「
信

物
は
数
の
通
り
（
す
べ
て
）
受
け
取
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
無
準
か
ら

も
円
爾
へ
贈
物
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
無
準
尺
牘
１
ｆ
で
は
、
先
人
の
伝
え
て

き
た
錦
法
衣
一
頂
を
送
っ
て
い
る
し
、
無
準
尺
牘
２
ｅ
で
は
承
天
寺
の
た
め
に

「
大
字
」（
額
字
）
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
の
額
字
は
、「（
円
爾
が
）
言
う
所
の

大
字
」
と
あ
り
、
円
爾
か
ら
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

無
準
は
返
事
で
、
円
爾
の
贈
物
の
受
領
と
円
爾
へ
の
贈
物
の
件
と
と
も
に
、
径

山
火
災
の
件
も
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
無
準
尺
牘
１
ｃ
で
は
、「
寺
の
復

興
は
成
就
し
そ
う
な
の
で
、
心
配
に
は
及
ば
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
に

心
配
に
及
ば
な
い
な
ら
ば
書
く
必
要
も
な
い
は
ず
で
、「
正
続
院
（
無
準
の
い
た

径
山
の
庵
舎
）
に
は
仏
殿
が
な
い
が
、
一
部
は
経
営
（
土
地
を
計
り
土
台
を
据
え

る
こ
と
）
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
さ
さ
や
か
に
苦
境
も
伝
え
、
暗
に
援
助
を
要

求
し
て
い
た８
。
こ
れ
は
無
準
尺
牘
２
ｆ
を
見
て
も
分
か
る
。
無
準
は
再
度
径
山
の

火
災
を
伝
え
、「
聖
君
（
皇
帝
）
お
よ
び
朝
廷
の
御
下
賜
と
檀
越
の
施
財
で
、
幸

い
に
も
復
興
の
緒
に
つ
い
た
の
で
、
心
配
す
る
必
要
は
無
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

遠
ま
わ
し
な
が
ら
有
力
者
か
ら
の
援
助
を
述
べ
る
こ
と
で
、
円
爾
の
援
助
も
引
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
円
爾
は
無
準
尺
牘
１
を

見
て
、
径
山
復
興
用
の
木
材
を
用
意
し
て
い
る
。

（
３
）
円
爾
尺
牘
写
の
検
討

無
準
尺
牘
１
に
よ
っ
て
円
爾
は
径
山
の
火
災
を
知
り
、
径
山
に
送
る
木
材
を
謝

国
明
に
用
意
さ
せ
、
一
二
四
三
年
九
月
に
無
準
に
尺
牘
を
認
め
た
（
以
下
、
円
爾

尺
牘
３
と
呼
ぶ
）。
こ
の
尺
牘
の
原
本
は
宋
に
送
ら
れ
て
残
っ
て
い
な
い
が
、
写

し
は
東
福
寺
栗
棘
庵
に
現
存
す
る
。

こ
の
尺
牘
は
、
従
来
は
江
戸
時
代
初
期
に
外
交
文
書
を
集
録
し
編
集
し
た
『
異

国
日
記
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
西
尾
賢
隆
氏
も
「
と
り
あ

え
ず
」
と
断
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
﹇
西
尾2002

:387-89

﹈。
た
だ
し

『
異
国
日
記
』
は
『
栗
棘
庵
文
書
』
か
ら
採
録
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
テ
キ
ス
ト

と
し
て
は
問
題
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、『
栗
棘
庵
文
書
』
は
紙
の
下
の
部
分
が
欠

損
し
て
い
る
た
め
、
読
め
な
い
字
が
い
く
つ
か
あ
る
。
し
か
し
『
異
国
日
記
』
で

は
、
読
め
な
い
字
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
一
つ
に
は
、

末
尾
の
錯
簡
が
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
を
見
る
と
、『
栗
棘

庵
文
書
』
は
現
状
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
が
、
末
尾
の
下
の
部
分
は
欠
損
し
た
も

の
か
（
写
真
で
は
判
断
が
困
難
）、
同
筆
の
文
書
断
簡
が
貼
ら
れ
、
上
下
二
段
に

な
っ
て
い
る
。

老
和
尚
道
徳
利
物
遥
﹇

﹈

備
察
僅
此
布

去
歳
八
月
始
起
今
年
一
﹇

﹈

覆
伏
冀

老
和
尚
道
徳
所
鍾

慈
亮
不
備

龍
天
打
供
了
弁
一
大
縁
﹇

﹈

寛
元
三
年
九
月

径
山
﹇

﹈
侍
者

径
山
堂
頭
和
尚
大
禅
師

『
異
国
日
記
』
で
は
こ
の
部
分
を
上
下
で
続
け
て
読
ん
で
お
り
、
た
と
え
ば
一

行
目
は
「
老
和
尚
道
徳
利
物
遥
備
察
僅
此
布
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で

は
意
味
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。

こ
の
尺
牘
は
『
聖
一
国
師
年
譜
』
寛
元
元
年
条
に
節
略
し
て
引
用
さ
れ
、
上
記

の
二
点
の
問
題
点
を
解
決
す
る
手
が
か
り
に
な
る
。
た
と
え
ば
『
年
譜
』
の
尺
牘

引
用
箇
所
の
最
後
の
部
分
は
、「
又
弊
寺
自
去
歳
八
月
始
起
、
今
年
一
周
円
備
。
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此
是
老
和
尚
道
徳
所
及
、
龍
天
打
供
、
了
弁
一
大
縁
事
。（
お
そ
ら
く
こ
こ
に
省

略
あ
り
）
謹
此
布
覆
。
伏
冀
慈
亮
」
と
あ
り
、
欠
損
箇
所
（「
又
弊
寺
自
」「
一
周

円
備
此
是
」「
事
」）
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
『
栗
棘
庵
文
書
』
で
の

あ
つ

「
所
鍾
」（
鍾
ま
る
所
）
が
『
年
譜
』
で
は
「
所
及
」（
及
ぶ
所
）
と
あ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
ま
っ
た
く
同
文
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
操
作
は
個
別
の
文
字
の
交
換

に
止
ま
り
、
文
意
に
大
き
な
変
更
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
末
尾
の
錯

簡
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
末
尾
下
段
の
「
謹
此
布
」「
覆
伏
冀
」「
慈

亮
」
が
、『
年
譜
』
で
は
つ
な
が
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
末
尾
の
上
段
と
下
段
を
分

け
て
読
む
べ
き
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。
下
段
は
書
止
文
言
・
年
月
・

充
先
で
あ
り
、
尺
牘
の
末
尾
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
末
尾
上
段

最
終
行
の
後
に
余
白
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
下
段
は
上
段
の
直
後
に
あ
っ
た

も
の
が
破
損
し
て
断
簡
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
、『
栗
棘
庵
文
書
』
の

尺
牘
写
は
も
と
も
と
二
枚
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
考
証
を
踏
ま
え
、『
栗
棘
庵
文
書
』
の
円
爾
尺
牘
写
を
『
聖
一
国
師
年

譜
』
寛
元
元
年
条
・『
異
国
日
記
』
と
対
校
し
て
引
用
す
る
。

○
円
爾
尺
牘
（
写
）
３
（
東
福
寺
栗
棘
庵
蔵
）

＊
「
譜
」
は
『
聖
一
国
師
年
譜
』、「
異
」
は
『
異
国
日
記
』
に
よ
る
対
校９

円
爾
百
拝
上
覆
」
径
山
堂
頭
老
師
大
和
尚
座
下
。
円
爾
百
生
幸
甚１０
（
異

「
其
」）、」
得
獲
依
附
」
法
座
、
随
衆
弁
道
、
殊
沐
」
慈
悲
、
開
示
」
方
便
、

以
入
解
脱
之
門
、
究
竟
古
今
地
。
世
縁
万
﹇

﹈（
異
「
生
」）、」
対
目
挂
心
、

猛
列
決
断
、
始
得
全
功
。
自
爾
以
降
、」
時
々
自
警
、
雖
曰
本
来
円
成
、
亦

須
漸
断
塵
縁
、」
漸
除
習
気
、
至
於
無
作
之
作
、
無
功
之
功
、（
譜
「
譬
」
ア

リ
）
如
大
海
、」
転
入
転
深
。
区
々
之
意
、
誠
切
言
繁
、
再
請
開
示
慈
」
悲
。

（
ａ
）

（
ｂ
）

円
爾
去
歳
以
柔
函
、
塵
汗
」
座
下
。
今
年
貶
（
譜
「
�
」）
賜
」
法
誨
、
百
拝

啓
読
、
感
歎
（
譜
「
懐
仰
」）
不
已
、
悉
従
教
誨
。
且
稔
」
領
衆
安
然
、」
法

（
ｃ
）

躰
清
勝
、
為
慰
。
特
賜
」
錦
袈
裟
一
頂
、」
厚
�
拝
領
、
感
激
之
私
、
銘
篆

（
ｄ
）

（
ｅ
）

肌
膂
。
又
承
」
甲
寺
罹
火
厄
、
三
復
疎
然
、
切
思
難
支
梧
。
施
主
有
縁
、」

謝
国
明
已
為
結
縁
、
�
木
大
板
一
百
片
、
勝
載
其
﹇

﹈１１」
中
。
使
頭
依
本

（
ｆ
）

分
、
不
（
異
「
反
」）
得
乱
做
。
情
願
欲
補
」
径
山
大
仏
殿
。
写
円
爾
・
謝
国

（
ｇ
）

明
両１２
﹇

﹈」
老
和
尚
道
徳
利
物
、
遥
﹇

﹈（
譜
「
…
又
弊
寺
自
」）」
去
歳

八
月
始
起
、
今
年
一
﹇

﹈（
譜
「
周
円
備
。
此
是
」）」
老
和
尚
道
徳
所
鍾

（
譜
「
及
」）、」
龍
天
打
供
、
了
弁
一
大
縁
（
異
「
縁
」
ナ
シ
）﹇

﹈（
譜
「
事

…
」）」。
径
山
﹇

﹈
侍
者
。﹇

﹈
備
察
。
謹
此
布
」
覆
。
伏
冀
」
慈
亮
。

不
備
。

（
ｈ
）
寛
元
三
年
九
月

径
山
堂
頭
和
尚
大
禅
師１３

ｈ
か
ら
円
爾
尺
牘
３
が
書
か
れ
た
の
が
寛
元
三
年
（
一
二
四
三
）
九
月
と
分
か

る
が
、
こ
れ
は
無
準
尺
牘
２
が
書
か
れ
た
一
二
四
四
年
以
前
の
こ
と
で
、
円
爾
尺

牘
３
に
あ
る
径
山
関
係
の
情
報
源
が
無
準
尺
牘
１
、
お
よ
び
こ
れ
を
届
け
た
使
僧

で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
円
爾
尺
牘
３
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
ｂ
か
ら
は
「
今
年
」
に
「
法
誨
（
法
の
教
え
）」＝

無
準
尺
牘
を
受
け
取
っ

た
こ
と
、
ｃ
か
ら
は
錦
袈
裟
一
頂
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
れ
は
無

準
尺
牘
１
ｆ
に
錦
法
衣
一
頂
を
送
る
と
あ
る
の
と
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ

か
ら
、
無
準
尺
牘
１
が
円
爾
の
下
に
届
い
た
の
が
一
二
四
三
年
だ
っ
た
こ
と
も
判

明
す
る
。
ま
た
ａ
に
は
、「
去
歳
」
円
爾
が
「
柔
函
（
尺
牘
）」
を
送
っ
て
無
準
の

座
下
を
汚
し
た
と
あ
り
、
一
二
四
二
年
以
前
（
一
二
四
一
年
か
四
二
年
）
に
円
爾

が
尺
牘
を
書
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
返
事
が
無
準
尺
牘
１
だ
か
ら
、
こ

こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
円
爾
尺
牘
１
で
あ
る
。
つ
ま
り
円
爾
尺
牘
３
は
、
無
準
か

ら
初
め
て
返
事
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
対
す
る
返
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
無
準
・
円
爾
間
の
連
絡
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
整
理
し
直
す
と
、
次
の
よ

7



う
に
な
る１４
。

�
一
二
四
一
年
七
月
―
四
二
年
八
月
、
円
爾
尺
牘
１
が
書
か
れ
る
。

�
一
二
四
一
年
七
月
―
四
二
年
、
円
爾
尺
牘
１
が
無
準
に
届
く
。

�
一
二
四
二
年
二
月
―
一
二
月
、
無
準
尺
牘
１
が
書
か
れ
る
。

�
一
二
四
三
年
正
月
―
九
月
（
�
の
前
）、
円
爾
尺
牘
２
が
書
か
れ
る
。

�
一
二
四
三
年
正
月
―
九
月
、
無
準
尺
牘
１
が
円
爾
に
届
く
。

�
一
二
四
三
年
九
月
、
円
爾
尺
牘
３
が
書
か
れ
る
。

�
一
二
四
四
年
正
月
―
七
月
、
円
爾
尺
牘
２
が
無
準
に
届
き
、
無
準
尺
牘
２
が
書

か
れ
る
。

円
爾
尺
牘
３
は
欠
け
た
部
分
が
多
く
、
内
容
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難

だ
が
、
そ
れ
で
も
円
爾
が
無
準
尺
牘
１
の
要
求
に
敏
感
に
応
え
て
い
る
こ
と
は
伝

わ
っ
て
く
る
。
ｄ
に
は
径
山
が
火
災
に
遭
っ
た
こ
と
を
聞
き
、
幾
度
も
身
が
縮
む

思
い
だ
っ
た
と
あ
る１５
。

ｅ
に
は
「
施
主
に
縁
が
あ
り
、
謝
国
明
は
す
で
に
結
縁
を
し
ま
し
た
。
�
木
の

大
板
百
枚
を
そ
の
船
中
に
乗
せ
て
あ
り
ま
す
」
と
あ
り
、「
施
主
」
と
謝
国
明
の

協
力
で
�
木
が
用
意
で
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
施
主
」
を
円
爾
と
す
る
説
も

あ
る
が
、
寺
の
檀
越
・
外
護
者
と
い
う
語
義
を
考
え
れ
ば
、
円
爾
の
パ
ト
ロ
ン
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
承
天
寺
の
檀
越
と
い
う
所
伝
を
持
つ

武
藤
資
頼
﹇
川
添1987
:138-42

﹈
も
候
補
と
な
ろ
う
が
、
む
し
ろ
こ
の
直
前
に

円
爾
を
京
都
に
招
い
た
九
条
道
家
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。
後
に
無
準
が
送
っ

た
尺
牘
の
中
に
、
道
家
の
尺
牘
を
受
け
取
っ
た
と
記
し
た
も
の
が
あ
り１６
、
円
爾
が

無
準
に
連
絡
を
取
る
機
会
を
と
ら
え
て
、
道
家
が
無
準
と
接
点
を
持
と
う
と
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
始
ま
り
を
こ
の
時
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
あ
る
ま
い
。

も
し
も
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
「
施
主
」＝

道
家
と
す
る
と
、
こ
の
時
の
木
材
送

付
に
は
摂
関
家
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
送
っ
た
「
�
木
大
板
一
百
片
」
と
い
う
の
は
謙
遜
し
て
言
っ
た
も
の
で
、

実
際
の
枚
数
は
千
枚
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
後
掲
の
板
渡
の
墨
蹟
か
ら
知
ら
れ
る
。

円
爾
は
さ
ら
に
ｆ
で
、
こ
の
木
材
を
「
径
山
大
仏
殿
」
の
修
築
に
用
い
て
欲
し
い

と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
無
準
尺
牘
１
ｃ
で
「
正
続
院
は
仏
殿
を
欠
い
て
い
る
」

と
あ
る
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
径
山
正
続
院
仏
殿
を
指
す
。

�
木
は
当
時
中
国
で
用
い
ら
れ
た
高
級
建
材
で
あ
る
。
一
二
九
一
年
成
立
の
周

密
『
斉
東
野
語
』
巻
一
五
、
腹
笥
に
、
南
宋
初
め
に
皇
族
が
居
し
た
湖
州
景
徳
寺

に
つ
い
て
、「
大
殿
は
み
な
�
木
で
作
っ
て
い
る
。
数
百
年
経
っ
て
も
、
ほ
と
ん

ど
傾
い
て
い
な
い
（
大
殿
皆
�
木
為
之
。
経
数
百
年
、
略
不
欹
傾
）」
と
あ
る
。

同
じ
く
周
密
の
手
に
な
る
『
武
林
旧
事
』
巻
四
に
は
、
南
宋
の
高
宗
（
在
位
一
一

二
七
―
六
二
、
一
一
八
七
没
）
が
建
て
た
翠
寒
堂
に
つ
い
て
、「
高
宗
以
日�

本�

羅�

木�

建
」
と
記
す
。
さ
ら
に
一
二
二
五
年
に
泉
州
で
記
さ
れ
た
趙
汝
适
『
諸
蕃
志
』

巻
上
、
倭
国
に
「
多
産
杉�

木�

・�

羅�

木�

、
長
至
十
四
五
丈
、
径
四
尺
餘
。
土
人
解
為

枋
板
、
以
巨
艦
搬
運
、
至
吾
泉
貿
易
」
と
あ
り
、
一
二
二
七
年
撰
の
慶
元
の
地
方

志
『
宝
慶
四
明
志
』
巻
六
、
市
舶
は
、
日
本
か
ら
の
輸
入
品
と
し
て
「
松
板
」

「
杉
板
」「
羅
板
」
を
挙
げ
る
。「
羅
木
」
は
「
�
木
」
に
同
じ
で
、「
羅
板
」
は
�

木
の
板
だ
ろ
う
。

「
杉
木
」「
松
板
」「
杉
板
」
と
並
び
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
�
木
は
杉
・
松

と
は
別
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
何
に
当
た
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

辞
典
類
は
ヤ
マ
ナ
シ
の
木
や
ヘ
ゴ
（
シ
ダ
植
物
の
一
種
）
を
指
す
と
す
る
が
、
い

ず
れ
も
日
本
の
建
材
と
し
て
は
聞
か
な
い
。
一
三
八
七
年
成
立
の
曹
昭
『
格
古
要

論
』
巻
下
、
�
木
に
「
色
は
白
く
、
筋
は
黄
色
く
、
模
様
は
粗
く
、
愛
で
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
倭
�
と
言
う
（
色
白
、
紋
理
黄
、
花
紋
麤
、
亦
可
愛
。
謂

之
倭
�
）」
と
あ
る
の
を
参
照
す
る
に
、
倭
�
（
日
本
産
�
木
）
と
は
ヒ
ノ
キ
の

こ
と
だ
ろ
う
か１７
。
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な
お
柴
田
桂
太
編
『
資
源
植
物
辞
典
（
増
補
改
訂
版
）』（
北
陸
館
、
一
九
五

七
）
に
拠
れ
ば
、
ヒ
ノ
キ
は
高
さ
三
〇
〜
四
〇
メ
ー
ト
ル
、
直
径
二
メ
ー
ト
ル
に

達
す
る
が
、
奥
山
春
季
編
『
寺
崎
日
本
植
物
図
譜
』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
）
に

拠
れ
ば
、
大
き
い
も
の
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
直
径
二
・
五
メ
ー
ト
ル
に
な
る
と
い

う
。
長
さ
に
つ
い
て
は
、「
長
さ
は
一
四
〜
五
丈
（
宋
代
で
は
約
四
三
〜
四
六

メ
ー
ト
ル
）、
直
径
は
四
尺
（
宋
代
で
は
約
一
・
二
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ

る
」
と
い
う
『
諸
蕃
志
』
の
記
述
に
矛
盾
し
な
い
。
直
径
は
も
っ
と
太
く
書
か
れ

て
も
良
さ
そ
う
だ
が
、
宋
に
運
ば
れ
た
時
点
で
檜
皮
が
削
ら
れ
加
工
さ
れ
て
い
た

た
め
、
実
際
の
ヒ
ノ
キ
よ
り
も
細
め
に
評
価
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
最
も

太
い
根
元
の
部
分
を
基
準
に
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

２

円
爾
の
板
渡

（
１
）
板
渡
の
墨
蹟

以
上
が
板
渡
の
墨
蹟
が
書
か
れ
る
前
段
階
で
あ
る
。
板
渡
の
墨
蹟
は
円
爾
尺
牘

３
の
返
事
で
あ
り
、
今
ま
で
の
例
で
言
え
ば
、
無
準
尺
牘
３
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ

う
。
い
よ
い
よ
板
渡
の
墨
蹟
と
、
こ
れ
と
同
時
に
送
ら
れ
た
徳
敷
尺
牘
を
見
て
み

よ
う
。

○
無
準
師
範
尺
牘
３＝

板
渡
の
墨
蹟
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵１８
）

（
ａ
）

師
範
和
南
、
手
白
」
日
本
承
天
堂
頭
長
老
。
維
時
隆
」
暑
。
緬
惟
、
道
体
安

（
ｂ
）

隠
。
去
秋
初
、
能
上
人
来
、
収
」
書
、
且
知
住
持
有
況
、
老
懐
慰
喜
。

（
ｃ
）

（
ｄ
）

又
」
荷
遠
念
。
山
門
興
復
重
大
、
特
化
千
板
」
為
助
、
良
感
道
義
。
不
謂
、

（
ｅ
）

巨
舟
之
来
、
為
」
風
濤
所
鼓
、
其
同
宗
者
多
有
所
失
。」
此
舟
幸
得
泊
華
亭
。

（
ｆ
）

（
ｇ
）

又
以
、」
朝
廷
以
為
内
地
、
不
許
抽
解
。
維
持
一
年
、」
方
得
遂
意
。
今
於
華

亭
、
已
領
五
百
」
三
十
片
。
其
三
百
三
十
片
、
尚
在
慶
元
、」
未
得
入
手
。

（
ｈ
）

餘
乙
百
四
十
片
、
別
舡
未
到
。」
且
留
能
上
人
在
此
少
住
後
、
見
数
目
」
分

暁
、
却
津
発
。
其
帰
、
方
得
作
書
、」
致
謝
」
綱
使
謝
丈
大
檀
越
也
。
嘗

聞
、」
日
本
教
律
甚
盛
、
而
禅
宗
未
振
。
今
」
長
老
既
能
竪
立
此
宗
、
当

一
々
依
従
上
」
仏
祖
所
行
、
無
有
不
殊
勝
矣
。
便
中
」
略
此
布
復
、
未
及
詳

具
。
餘
宜
」
為
大
法
多
々
珍
愛
。
是
祝
。
師
範
和
」
南
手
白
。

○
徳
敷
尺
牘
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵１９
）

（
ａ
）

徳
敷
咨
目
拝
行
上
覆
」
日
本
承
天
堂
（「
頭
」
脱
カ
）
和
尚
尊
属
禅
師
。
維

時
仲
夏
之
月
、
暑
気
益
隆
。
共
惟
、」
高
提
仏
鑑
、
日
本
並
明
、」
栄
鎮
名
藍
、

（
ｂ
）

緇
素
帰
敬
、」
尊
候
動
止
万
福
。
徳
敷
叨
冒
監
寺
之
時
、
常
聆
」
誨
益
、
違

遠
倏
経
七
�
、
相
距
殊
邦
、
無
由
瞻
」
礼
、
一
誠
傾
仰
、
�
夕
不
忘
。
山
間

建
造
、
正
乏
維
持
。
豈
謂
吾
」
尊
属
、
眷
此
名
山
、
師
資
益
著
、
道
望
感
於

巨
檀
、
博
施
」
捐
於
大
器
、

老
龍
君
暗
中
点
首
、
窮
衲
子
定
裏
開
眸
、

（
ｃ
）

恩
」
有
所
帰
、
福
無
不
被
。
惟
是
去
歳
五
月
大
舟
抵
此
。
適
徳
敷
之
」
平
江
、

（
ｄ
）

督
視
田
畝
。
彼
時
付
托
不
得
人
、
失
於
区
処
。
是
致
逗
留
」
数
月
、
忽
二
月

（
ｅ
）

間
、
能
兄
偕
綱
首
諸
公
力
来
委
徳
敷
、
為
之
致
力
。」
未
免
経
朝
省
陳
請
。

（
ｆ
）

爾
用
過
人
情
銭
。
参
万
緡
、
此
蓋
不
可
免
。」
皆
徳
敷
於
府
第
借
貸
済
用
。

（
ｇ
）
能
兄
・
諸
公
、
歴
々
皆
知
、
臨
解
纜
」
之
時
、
又
無
此
項
可
還
。
諸
人
倶
来
、

（
ｈ
）

面
訴
作
合
同
文
約
、
借
起
来
年
」
夏
信
舡
至
送
還
。
或
言
、
板
木
抵
拆
。
徳

（
ｉ
）

敷
実
托
自
」
和
尚
之
故
、
従
而
受
之
。
更
望
、」
鼎
言
於
謝
綱
使
及
諸
公
之

（
ｊ
）

前
、
力
主
其
事
廉
。
半
歳
無
」
爽
此
約
、
免
使
徳
敷
為
負
逋
之
人
。
是
所
真

（
ｋ
）

祷
。
蒙
」
捨
之
板
、
已
先
領
五
百
三
十
片
、
帰
寺
訖
。
外
三
百
三
十
片
、
尚

（
ｌ
）

在
慶
元
府
、」
継
用
経
劃
請
帰
。
餘
百
四
十
片
、
未
至
、
亦
欲
知
之
。
茲
来

恃
在
」
眷
末
、
輙
有
冒
」
懇
。
正
続
・
接
待
建
已
数
載
、
惟
大
仏
宝
殿
及
蔵

殿
未
備
、
欲
得
」
和
尚
運
悲
、
智
力
闡
広
。
大
門
成
此
大
縁
、
故
非
小

（
ｍ
）

補
。」
謝
綱
使
書
中
、
又
露
一
機
。
疏
頌
一
軸
并

老
和
尚
書
信
、」
併
此
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申
」
呈
。
�
沐
」
作
成
、
徳
敷
当
効
綿
力
以
符
」
盛
意
。
謾
有
少
信
具
于
別

楮
中
。
申
」
献
軽
尠
、
皇
愧
」
戒
存
。
乃
荷
。
尚
間
敢
祈
、」
為
道
自
珍
、

中
興
法
社
、
以
副
区
々
之
望
。
伏
乞
」
尊
�
。
不
宣
。
徳
敷
咨
目
拝
行
上

覆
」
承
天
堂
頭
和
尚
尊
属
禅
師
侍
者
。

こ
れ
ら
の
書
か
れ
た
時
期
と
、
円
爾
尺
牘
３
が
径
山
に
届
い
た
時
期
を
確
認
し

よ
う
。
無
準
尺
牘
３
ｂ
に
拠
る
と
、「
去
年
秋
」
に
能
上
人
が
径
山
に
来
て
、
無

準
が
尺
牘
を
受
け
取
り
、
円
爾
の
近
況
を
知
っ
た
。
円
爾
尺
牘
１
に
お
け
る
道

祐
・
覚
音
、
円
爾
尺
牘
２
に
お
け
る
一
翁
院
豪
の
役
割
を
、
能
上
人
が
果
た
し
た

こ
と
が
分
か
る
。
無
準
尺
牘
３
ｈ
に
は
、
送
っ
た
板
の
数
を
確
認
し
て
か
ら
能
上

人
を
帰
国
さ
せ
る
と
あ
る
。
能
上
人
は
円
爾
の
使
者
と
し
て
、
木
材
輸
送
の
責
任

者
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
た
ら
し
い２０
。

無
準
尺
牘
３
ｅ
に
拠
る
と
、
能
上
人
ら
が
着
岸
し
た
の
は
嘉
興
府
（
秀
州
）
華

亭
県
で
あ
り
、
徳
敷
尺
牘
ｃ
に
拠
る
と
、
そ
の
時
期
は
「
去
歳
五
月
」
だ
っ
た
。

こ
の
時
に
届
け
ら
れ
た
円
爾
尺
牘
３
が
一
二
四
三
年
九
月
の
も
の
だ
か
ら
、
お
そ

ら
く
そ
の
次
の
五
月
、
す
な
わ
ち
一
二
四
四
年
五
月
だ
ろ
う
。
こ
の
時
徳
敷
は
平

江
（
蘇
州
）
の
寺
田
を
見
に
行
っ
て
お
り
、
代
わ
り
に
能
上
人
ら
に
対
処
す
る
人

も
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
無
準
が
能
上
人
ら
と
会
っ
た
の
は
「
去
秋
初
」＝

七
月

で
、
着
岸
か
ら
二
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
円
爾
尺
牘
３
へ
の
返
事
が
書
か
れ
た

の
は
「
隆
暑
」（
無
準
尺
牘
３
ａ
）・「
仲
夏
」（
徳
敷
尺
牘
ａ
）
で
、
夏
の
五
月

だ
っ
た
。
年
を
越
し
て
一
二
四
五
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
ろ
う
。
な
お
徳
敷
尺
牘
ｂ

に
は
「
私
徳
敷
が
僭
越
に
も
径
山
の
監
寺
の
任
に
就
い
た
時
、
常
に
あ
な
た
円
爾

の
教
え
を
拝
聴
し
て
い
ま
し
た
が
、
遠
く
離
れ
て
か
ら
た
ち
ま
ち
七
年
と
な
り
ま

し
た
」
と
あ
り
、
徳
敷
は
留
学
中
の
円
爾
と
面
識
が
あ
っ
た
が
、
最
後
に
会
っ
た

の
は
一
二
三
九
年
（
一
二
四
五
年
の
足
掛
け
七
年
前
）
の
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。

（
２
）
木
材
の
行
方

無
準
尺
牘
１
・
２
の
最
大
の
眼
目
が
円
爾
へ
の
援
助
要
請
に
あ
っ
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
無
準
は
木
材
送
付
に
つ
い
て
円
爾
に
感
謝
を
述
べ
、「
寺
の
復
興

は
重
大
な
こ
と
で
あ
り
、
特
に
千
枚
の
板
を
勧
進
し
て
助
力
し
た
こ
と
は
、
実
に

道
義
に
感
じ
る
こ
と
だ
」（
無
準
尺
牘
３
ｃ
）
と
書
き
、
徳
敷
は
、「
大
仏
宝
殿
と

蔵
殿
（
法
宝
蔵
殿２１＝

経
蔵
）
だ
け
が
備
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
和
尚
（
円

爾
）
の
慈
悲
に
よ
り
、
智
力
を
深
く
広
く
及
ぼ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

寺
を
成
す
と
い
う
の
は
大
い
な
る
縁
で
あ
り
、
わ
ず
か
な
援
助
と
い
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」（
徳
敷
尺
牘
ｌ
）
と
書
い
て
さ
ら
な
る
要
求
を
伝
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
木
材
は
、
す
べ
て
が
径
山
の
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
無
準
尺
牘
３
ｇ
に
「
今
華
亭
で
五
三
〇
片
を
手
に
入
れ
た
。
三
三
〇
片
は
な

お
慶
元
に
あ
っ
て
入
手
で
き
な
い
。
残
り
の
一
四
〇
片
は
、
別
船
が
来
な
い
（
の

で
届
か
な
い
）」
と
あ
る
（
徳
敷
尺
牘
ｋ
も
ほ
ぼ
同
様
）
よ
う
に
、
径
山
が
入
手

で
き
た
の
は
約
半
分
の
五
三
〇
枚
の
み
だ
っ
た
。
一
四
〇
枚
を
積
ん
だ
船
が
ま
だ

来
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
の
船
団
が
漂
流
し
た
た
め
で
あ
る
。
無
準
尺
牘
３

ｄ
に
「
大
船
が
来
る
時
に
、
風
波
の
た
め
に
同
宗
の
者
（
禅
僧
）
が
多
く
失
わ
れ

る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、
船
団
の
内
で
行
方
不
明
に
な
っ
た

船
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う２２
。

問
題
は
三
三
〇
枚
で
あ
る
。
な
ぜ
華
亭
の
木
材
の
一
部
だ
け
が
慶
元
に
あ
る
の

か
。
な
ぜ
径
山
が
入
手
で
き
な
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
慶
元
と
い
う
場
所
の
性

格
を
考
え
れ
ば
、
抽
解
（
徴
税
）・
博
買
（
官
買
）
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
慶
元
に
は
北
宋
以
来
明
代
ま
で
市
舶
司
（
市
舶
務
）
が
置

か
れ
、
貿
易
船
の
管
理
や
抽
解
・
博
買
を
行
な
っ
た
。
慶
元
の
属
す
両
浙
路
に
は
、

時
代
に
よ
っ
て
他
に
臨
安
・
嘉
興
・
江
陰
・
温
州
な
ど
に
も
市
舶
司
（
市
舶
務
）

が
置
か
れ
た
。
能
上
人
ら
が
漂
着
し
た
華
亭
県
は
嘉
興
府
に
属
し
、
や
は
り
市
舶
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司
が
置
か
れ
た
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
慶
元
以
外
の
市
舶
司
・
市
舶
務
は
し
ば
し

ば
廃
置
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
寧
宗
即
位
（
一
一
九
四
）
の
後
に
は
、

慶
元
以
外
の
市
舶
務
が
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た２３
。
ま
も
な
く
臨
安
・
嘉
興
・
江
陰
の

市
舶
務
は
復
活
し
た２４
が
、
一
二
五
〇
年
代
前
半
ま
で
に
は
再
び
慶
元
の
み
に
な
っ

て
い
る２５
。
宋
は
一
二
世
紀
末
以
降
、
両
浙
路
の
対
外
貿
易
港
を
慶
元
に
限
定
す
る

方
針
だ
っ
た
ら
し
い
﹇
榎
本
渉2007

第
一
部
第
一
章:48

（
初
出2001

）﹈。

と
な
れ
ば
、
能
上
人
ら
の
木
材
が
華
亭
か
ら
慶
元
に
運
ば
れ
た
理
由
も
見
当
が

つ
く
。
お
そ
ら
く
一
二
四
四
年
の
時
点
で
両
浙
路
の
市
舶
務
は
慶
元
の
み
で
あ
り
、

華
亭
で
は
貿
易
事
務
が
で
き
な
い
か
ら
、
徴
収
分
の
木
材
は
慶
元
に
運
ば
れ
た
の

で
あ
る
。
一
二
四
四
年
の
慶
元
に
お
け
る
徴
収
率
は
明
確
で
な
い
が
、
一
二
二
六

年
前
後
の
規
定
を
参
照
し
て
計
算
す
る
と
ち
ょ
う
ど
八
六
〇
枚
中
三
三
〇
枚
が
徴

収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
徴
収
率
は
抽
解
・
博
買
の
結
果
と
し
て
不
自
然
で

は
な
い２６
。

な
お
徳
敷
尺
牘
ｋ
は
木
材
に
つ
い
て
、「
三
三
〇
片
は
ま
だ
慶
元
府
に
あ
り
ま

す
の
で
、
引�

き�

続�

き�

図
っ
て
寺
の
も
の
に
な
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
」
と

述
べ
て
い
る
。
三
三
〇
枚
の
木
材
が
徴
収
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
径
山
は
納
得
し

て
お
ら
ず
、
以
前
か
ら
寺
の
も
の
に
な
る
べ
く
朝
廷
に
働
き
か
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
径
山
と
慶
元
市
舶
務
の
間
で
は
、
激
し
い
駆
け
引
き
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
争
い
は
木
材
到
着
以
来
一
年
経
っ
て
も
解
決
し
な

か
っ
た
が
、
船
の
帰
国
シ
ー
ズ
ン
（
五
・
六
月
）
が
迫
っ
て
き
た
た
め
、
無
準
・

徳
敷
は
船
に
託
す
尺
牘
に
当
座
の
現
状
（
五
三
〇
枚
の
み
入
手
）
を
記
し
た
の
で

あ
る
。

お
も

無
準
尺
牘
３
ｆ
の
「
又
以
、
朝
廷
以
為
内
地
、
不
許
抽
解
」
は
、「
又
た
以
う

に
、
朝
廷
以
っ
て
内
地
と
為
せ
ば
、
抽
解
を
許
さ
ざ
ら
ん
」
と
読
め
る
。「
以
っ

て
内
地
と
為
せ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
前
文
（
無
準
尺
牘
３
ｅ
）
に
あ
る
漂
着
地
華

亭
を
、
朝
廷
が
「
内
地
」
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
華
亭＝

「
内
地
」

で
あ
る
こ
と
が
「
不
許
抽
解
」
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
内

地
」
で
あ
る
華
亭
に
来
た
船
に
つ
い
て
、
慶
元
市
舶
務
は
抽
解
を
許
さ
れ
な
い
と

い
う
主
張
が
読
み
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
無
準
尺
牘
３
ｇ
に
「
維
持
す
る
こ
と
一
年

は
じ
め

に
し
て
、
方
て
意
を
遂
ぐ
る
を
得
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
径
山
は
一
年
を
経

て
木
材
の
入
手
を
実
現
で
き
た
。
た
だ
し
径
山
が
現
実
に
取
得
し
た
の
は
抽
解
・

博
買
を
経
た
五
三
〇
枚
の
み
で
、
ま
た
こ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
も
な

か
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
無
準
が
「
一
年
を
経
て
、
今
初
め
て
希
望
通
り
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
」
と
表
現
す
る
の
は
奇
異
な
感
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
円
爾
へ
の

感
謝
を
述
べ
る
文
脈
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
無
準
は
木
材
を
受
領
し
た
と
い

う
点
を
強
調
し
て
、
誇
張
も
含
め
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
三
〇
枚
も
含
め
て
す
べ
て
の
木
材
を
径
山
が
取
得
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

の
が
径
山
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
主
張
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
、（
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
正
当
な
主
張
と
は
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
が
）
漂
着
地
が
「
内
地
」
華
亭
で
あ
る
と
い
う
点
だ
っ
た
。
こ
こ
で
「
内
地
」

が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
が
、
そ
の
語
義
が
は
っ
き
り
し
な
い
。「
内
地
」

を
朝
廷
の
直
轄
地
と
す
る
解
釈
が
あ
る
﹇
川
添1987

:148

﹈
が
、
そ
れ
で
は
抽

解
し
な
い
こ
と
の
理
由
に
な
ら
な
い
。『
大
漢
和
辞
典
』『
中
国
外
交
文
書
辞
典

（
清
末
篇
）』
な
ど
は
開
港
場
以
外
の
土
地
と
い
う
意
味
を
載
せ
、
西
尾
賢
隆
氏
は

こ
れ
を
採
用
し
て
日
本
向
け
の
港
で
は
な
い
土
地
と
解
釈
す
る
﹇
西
尾2002

:

384
﹈。
確
か
に
華
亭
は
こ
の
頃
日
本
向
け
の
港
で
は
な
い
し
、
こ
の
意
味
な
ら
ば

文
脈
上
も
通
る
の
だ
が
、
現
行
の
辞
典
類
で
は
こ
の
用
法
が
宋
代
に
遡
る
こ
と
の

確
証
が
な
い２７
。

結
局
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
成
案
を
得
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
文
脈
か
ら
、

径
山
が
な
ん
ら
か
の
根
拠
で
慶
元
市
舶
務
の
抽
解
・
博
買
に
抵
抗
し
た
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
一
二
四
五
年
五
月
の
時
点
で
は
そ
の
要
求
は
通
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と

考
え
て
お
き
た
い
。

（
３
）
人
情
銭

木
材
送
付
の
功
労
者
が
円
爾
・
謝
国
明
（
と
、
お
そ
ら
く
九
条
道
家
）
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
経
緯
か
ら
考
え
て
も
疑
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を

『
聖
一
国
師
年
譜
』
仁
治
三
年
条
で
は
、「
円
爾
は
径
山
で
火
災
が
あ
っ
た
こ
と
を

聞
き
、
謝
国
明
に
勧
め
て
、
千
板
を
化
し
て
贈
ら
せ
た
（
師
聞
径
山
有
災
、
勧
謝

国
明
、
化
千
板
贈
之
）」
と
記
し
、『
元
亨
釈
書
』
巻
七
も
ほ
ぼ
同
文
を
収
録
す
る
。

径
山
復
興
の
た
め
、
円
爾
の
勧
め
で
謝
国
明
は
木
材
を
喜
捨
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
円
爾
の
行
跡
を
讃
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
伝
記
史
料
（
当
然
円
爾
の

徳
を
強
調
す
る
た
め
の
操
作
が
加
わ
る
可
能
性
が
あ
る
﹇
榎
本
渉2007

第
三
部
第

三
章
（
初
出2002

）﹈）
か
ら
離
れ
、
一
次
史
料
で
あ
る
尺
牘
を
見
た
場
合
、
果
た

し
て
こ
の
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
無
準
尺
牘
３
ｃ
で
は
、

「
特
に
千
板
を
化
し
て
助
と
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
実
に
仏
法
の
義
と
し
て
感
激

す
る
」
と
あ
り
、
字
面
通
り
に
読
め
ば
謝
国
明
ら
は
木
材
千
枚
を
喜
捨
し
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
徳
敷
尺
牘
か
ら
は
、
同
時
に
送
ら
れ
た
尺
牘
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
様
相
も
見
え
て
く
る
。

能
上
人
一
行
の
船
が
嘉
興
府
華
亭
県
に
着
岸
し
た
こ
と
、
そ
の
時
徳
敷
が
平
江

の
寺
田
を
見
に
行
っ
て
い
た
た
め
、
対
処
に
不
手
際
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に

述
べ
た
（
徳
敷
尺
牘
ｃ
）。
ｄ
に
拠
る
と
能
上
人
ら
は
こ
の
た
め
に
、
数
ヶ
月
逗

留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「（
一
二
四
五
年
）
二
月
、
能
上
人
が
綱
首
諸

公
と
と
も
に
や
っ
て
来
て
、
徳
敷
に
委
ね
た
の
で
、
こ
の
た
め
に
尽
力
し
ま
し

た
」
と
あ
る
。
綱
首
諸
公
と
と
も
に
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
問
題
に

な
っ
た
の
は
能
上
人
個
人
に
関
す
る
案
件
で
は
な
い
。
円
爾
の
使
者
と
し
て
の
立

場
で
徳
敷
に
掛
け
合
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
こ
こ
で
の
問
題
と
は
円
爾
・
綱

首
・
径
山
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
船
か
木
材
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ｅ
に
「
朝
省
し
て
お
願
い
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
」
と
あ

る
。
朝
省
と
は
皇
帝
に
面
会
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
朝
廷
に
働
き
か
け
る
く

ら
い
の
意
味
だ
ろ
う
。
続
い
て
「
し
か
る
に
人
情
銭
を
使
い
切
り
ま
し
た
」
と
あ

る
。
人
情
と
は
贈
物
を
意
味
す
る
口
語
で２８
、
人
情
銭
は
非
公
式
に
便
宜
を
図
っ
て

も
ら
う
こ
と
な
ど
を
目
的
に
関
係
者
に
支
払
う
金
銭
、
つ
ま
り
賄
賂
だ
ろ
う
。
こ

こ
ま
で
つ
な
げ
て
理
解
す
れ
ば
、
船
・
木
材
に
関
し
て
問
題
が
起
こ
り
、
解
決
の

た
め
に
朝
廷
に
働
き
か
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
賄
賂
を
使
っ
た
と

理
解
で
き
る
。

こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
慶
元
市
舶
務
に
徴
収
さ
れ
た
三
三
〇
枚
の
木

材
に
つ
い
て
、
径
山
が
寺
の
も
の
に
な
る
よ
う
に
運
動
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
解
決
が
図
ら
れ
た
問
題
と
は
、
具
体
的
に
は
市
舶
務
に
よ
る
木
材
徴
収

の
件
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
ｆ
に
「
参
万
緡
、
此
蓋
不
可
免
」
と
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
三
万
貫

（
緡＝

貫
）
は
、
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
解
釈
す
る
（「
此
」
は
「
則
」

に
同
じ
）。
従
来
は
前
の
「
用
過
人
情
銭
」
の
部
分
と
つ
な
げ
て
「
人
情
銭
参
万

緡
を
使
っ
た
。
こ
れ
は
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、

三
万
貫
は
賄
賂
と
し
て
使
う
額
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
南
宋
期
の
規
定
で
は
、

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
六
部
の
尚
書
で
も
職
銭
は
月
六
〇
貫
で
、
そ
の
官
に
相
当
す
る

位
階
（
吏
部
は
正
二
品＝

金
紫
光
禄
大
夫
、
他
は
従
二
品＝

銀
青
光
禄
大
夫
）
に

対
応
す
る
料
銭
は
月
六
〇
貫
だ
が
﹇
衣
川
強2006

第
六
章
上
篇:356

（
初
出

1970

）﹈、
三
万
貫
は
こ
の
両
者
を
併
せ
て
も
約
二
〇
年
分
に
当
た
る
。
こ
れ
が
官

僚
の
収
入
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
少
額
で
は
な
い
こ
と
は
納

得
さ
れ
よ
う
。
日
宋
貿
易
関
連
の
数
字
か
ら
挙
げ
れ
ば
、
一
二
五
七
年
の
慶
元
市
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舶
務
の
博
買
元
金
は
三
〇
六
五
六
貫
で
あ
る２９
。
こ
の
頃
年
間
四
〇
〜
五
〇
艘
の
船

が
日
本
か
ら
宋
に
来
航
し
た
と
言
わ
れ
る３０
が
、
三
万
貫
は
そ
の
す
べ
て
と
取
引
す

る
経
費
に
相
当
す
る
。
木
材
入
手
の
た
め
の
贈
賄
に
使
う
額
と
は
到
底
考
え
が
た

い
。も

っ
と
も
「
人
情
銭
参
万
緡
」
を
貿
易
の
関
税
と
考
え
る
説
も
あ
る
﹇
西
尾

2003
:87

﹈。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
も
賛
同
で
き
な
い
。
関
税
を
「
人
情
銭
」

と
呼
ぶ
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
銅
銭
は
宋
代
の
ほ
ぼ
全
期
間
を

通
じ
て
禁
輸
品
で
、
繰
り
返
し
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
（
例
外
が
一
一
世
紀
後
半

の
王
安
石
期
）﹇
曽
我
部
静
雄1949
第
二
章
第
五
節
﹈。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
大
量

の
銅
銭
が
国
外
に
流
出
し
、
日
本
で
は
そ
の
影
響
で
一
二
世
紀
後
半
か
ら
銅
銭
が

通
貨
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
宋
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
違
法
行
為

で
、
発
覚
す
れ
ば
処
罰
の
対
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
銅
銭
は
宋
代
の
禁
輸
品
で
あ
り
、

建
前
と
し
て
国
外
に
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
関
税
と
し
て

外
国
商
船
か
ら
公
的
に
徴
収
す
る
と
い
う
事
態
は
論
理
的
に
考
え
ら
れ
な
い
し
、

実
際
に
宋
代
に
お
け
る
抽
解
・
博
買
は
現
物
徴
収
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、

私
は
「
爾
用
過
人
情
銭
参
万
緡
此
蓋
不
可
免
」
は
ｅ
の
「
爾
用
過
人
情
銭
」
と
ｆ

の
「
参
万
緡
此
蓋
不
可
免
」
で
切
る
べ
き
で
、
人
情
銭＝

三
万
貫
で
は
な
い
と
考

え
る
。

（
４
）
三
万
貫
の
正
体

徳
敷
尺
牘
ｆ
の
続
き
に
は
、「
み
な
徳
敷
が
役
所
で
借
金
し
て
用
立
て
し
ま
し

た
」
と
あ
る
。「
三
万
貫
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
と
こ
ろ
の
続
き

だ
か
ら
、
用
立
て
し
た
の
は
三
万
貫
に
違
い
な
い
。
徳
敷
が
借
金
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
三
万
貫
は
径
山
側
で
用
意
す
る
べ
き
も
の
ら
し
い
。
も
っ
と
も
借

入
額
が
三
万
貫
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
不
足
分
を
借
金
で
補
填
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
続
く
ｇ
に
あ
る
よ
う
に
、
結
局
徳
敷
は
補
填
に
失
敗
し
た

ら
し
く
、
三
万
貫
は
用
意
で
き
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
三
万
貫
と
は
、
寺
院
に
と
っ
て
ど
の
程
度
の
額
な
の
だ
ろ
う
か
。
径

山
と
同
じ
く
五
山
に
列
す
る
慶
元
天
童
山
を
見
て
み
る
と
、
一
一
九
三
年
に
日
本

の
栄
西
か
ら
送
ら
れ
た
木
材
も
頼
り
に
大
規
模
な
工
事
を
行
な
っ
た
時
は
二
万
貫

以
上
の
銭
を
費
や
し
、
ま
た
折
し
も
寺
領
の
収
穫
量
が
例
年
に
倍
す
る
状
態
で
、

穀
三
千
斛
の
余
剰
も
あ
っ
た
と
い
う３１
。
当
時
の
米
価
を
参
照
し
て
余
剰
の
収
穫
量

も
合
計
す
れ
ば
、
合
計
二
〜
三
万
貫
相
当
の
費
用
が
費
や
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う３２
。

南
宋
を
代
表
す
る
五
山
寺
院
と
も
な
れ
ば
数
万
貫
単
位
の
予
算
支
出
は
可
能
で
あ

り
、
三
万
貫
は
容
易
で
は
な
く
と
も
、
ま
っ
た
く
見
通
し
の
立
た
な
い
数
字
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
（
し
か
も
一
二
四
〇
年
代
に
は
、
一
二
世
紀
末
よ
り
も
イ
ン

フ
レ
が
進
行
し
て
お
り
、
三
万
貫
の
価
値
は
相
対
的
に
下
が
っ
て
い
る
）。
宋
代

の
寺
院
は
広
大
な
寺
田
を
持
ち
（
全
体
の
三
分
の
一
が
寺
田
だ
っ
た
県
も
あ
る
）、

手
工
業
者
・
商
人
を
組
織
し
、
高
利
貸
も
行
な
う
な
ど
、
多
角
的
な
経
済
活
動
を

行
っ
て
い
た
点
﹇
游
彪2003

﹈
は
、
中
世
日
本
と
同
様
で
あ
っ
た
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
径
山
は
な
ぜ
三
万
貫
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
は
答
え
が
出
な
い
の
で
、
以
下
で
徳
敷
尺
牘
を
逐
一
読

み
進
め
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

徳
敷
尺
牘
ｇ
に
は
「
能
兄
や
綱
首
諸
公
は
、（
綱
首
諸
公
の
）
解
纜
の
時
に
も
、

（
私
徳
敷
が
）
借
金
を
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
皆
よ
く
知
っ
て
い
ま
し

た
。（
そ
こ
で
）
諸
人
（
能
兄
＋
綱
首
諸
公
カ
）
が
一
緒
に
来
て
、
直
接
訴
え
て

き
て
合
同
文
約
を
作
り
ま
し
た
の
で
、
来
年
夏
の
船
便
を
借
り
て
（
お
金
を
）
返

し
ま
す
（
能
兄
・
諸
公
、
歴
々
と
し
て
皆
な
知
る
、
解
纜
の
時
に
臨
み
て
、
又
た

此
の
項
の
還
す
べ
き
無
き
を
。
諸
人
倶
に
来
り
て
、
面
訴
し
て
合
同
文
約
を
作
れ

ば
、
来
年
夏
の
信
舡
の
至
る
を
借
起
し
て
送
還
せ
ん
）」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る３３
。
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徳
敷
が
三
万
貫
を
返
せ
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
、
能
上
人
・
綱
首
ら
は
徳
敷
に
来

年
返
す
契
約
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
三
万
貫
は
、
徳
敷
か
ら
能
上
人
・

綱
首
ら
に
返
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
を
考
え
れ

ば
、
径
山
か
ら
円
爾
・
道
家
・
謝
国
明
に
返
す
と
言
い
換
え
て
も
良
い
。

次
い
で
ｈ
に
は
、「
木
材
は
打
ち
破
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
者
も
お
り
ま
す

が
、
私
徳
敷
は
（
木
材
が
）
確
か
に
和
尚
（
円
爾
）
か
ら
託
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、

そ
の
ま
ま
受
け
取
り
ま
し
た
」
と
あ
る
。「
和
尚
」
を
無
準
（
ｍ
で
「
老
和
尚
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
）
と
す
る
説
も
あ
る
が
、「
承
天
堂
頭
和
尚
」
と
同
じ
く
円
爾

だ
ろ
う
。
ｌ
で
も
円
爾
を
「
和
尚
」
と
呼
ん
で
い
る
。
意
訳
す
れ
ば
「
木
材
は
破

損
し
て
い
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
受
け
取
っ
た
の
で

す
」
と
い
う
こ
と
で
、
木
材
の
価
値
の
低
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
船
は
漂
流
し
た

か
ら
、
破
損
し
た
木
材
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
随
分

と
失
礼
な
物
言
い
で
あ
る
。
だ
が
む
し
ろ
美
辞
麗
句
で
は
な
い
こ
の
よ
う
な
部
分

に
こ
そ
、
徳
敷
の
真
意
を
探
る
手
が
か
り
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の

部
分
に
留
意
し
つ
つ
、
先
に
進
も
う
。

つ
と

ｉ
は
読
み
下
す
と
、「
更
に
望
む
、
謝
綱
使
及
び
諸
公
の
前
に
鼎
言
し
、
力
め

や
す

た
っ
と

て
其
の
事
の
廉
き
を
主
ば
ん
こ
と
を
」
と
な
る３４
。「
鼎
言
」
は
相
手
の
発
言
に
敬

意
を
表
し
て
用
い
る
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
謝
綱
使
及
び
諸
公
の
前
」
に
鼎
言
す

る
の
は
円
爾
で
あ
り
、
そ
れ
を
徳
敷
が
希
望
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
謝
綱

使
」
は
通
常
謝
国
明
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
考
え
て
も
そ
れ
で
良
い
と

思
う
。「
諸
公
」
は
徳
敷
に
三
万
貫
返
済
の
約
束
を
さ
せ
た
「
綱
首
諸
公
」
と
同

じ
だ
ろ
う
。

「
力
め
て
其
の
事
の
廉
き
を
主
ば
ん
」
の
解
釈
は
後
に
回
し
て
、
と
り
あ
え
ず

ｈ
と
続
け
て
意
訳
す
れ
ば
、「
あ
な
た
か
ら
送
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
破
損
し

た
木
材
で
も
受
け
取
り
ま
し
た
。
謝
国
明
や
綱
首
た
ち
に
、『
力
め
て
其
の
事
の

廉
き
を
主
ば
ん
』
こ
と
を
言
い
つ
け
て
下
さ
い
」
く
ら
い
の
意
味
だ
ろ
う
。
木
材

の
価
値
が
低
い
か
ら
、
謝
国
明
た
ち
が
『
力
め
て
其
の
事
の
廉
き
を
主
ぶ
』
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
キ
ー
に
な
る
字
は
「
廉
」
で
あ
る
。「
潔
い
」「
慎
ま
し
や
か
」
な
ど
多

く
の
意
味
が
あ
る
が
、
文
脈
上
も
っ
と
も
通
る
の
は
、「
節
約
す
る
」「
安
い
」
な

ど
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
採
れ
ば
「
力
め
て
其
の
事
の
廉
き
を
主
ぶ
」
は
、

「
そ
れ
が
安
く
な
る
よ
う
に
努
力
す
る
」
く
ら
い
の
意
味
に
な
る
（「
事
」
は
「
も

の
」）。
あ
る
い
は
「
力
め
て
其
れ
廉
き
を
事
と
す
る
を
主
ぶ
」
と
読
む
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
意
味
は
大
し
て
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
「
安
く
な
る
よ
う
に
努
力
す
る
」
も
の
は
何
か
。
こ
こ
ま
で
の
文
脈

を
追
え
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。「
木
材
の
価
値
が
低
い
か
ら
、
謝
国
明
や
綱
首
た
ち

に
値
引
き
に
努
め
る
よ
う
に
言
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
木
材
の
代
価

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
保
留
し
続
け
た
三
万
貫
の
正
体
に
他
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
円
爾
・
謝
国
明
ら
は
径
山
に
木
材
を
「
喜
捨
」
し
て
、
三
万
貫
の

代
価
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
徳
敷
が
三
万
貫
の
返
済
を
約
束
し
た
契
約
書

ま
で
書
か
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
値
引
き
を
希
望
す
る
の
は
自
然
で
あ

ろ
う
（
正
当
な
主
張
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
）。

こ
の
結
論
の
み
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
﹇
榎
本2001

:42

（
榎
本2007

第
一
部
第
二
章
に
再
録
）﹈
が
、
後
に
西
尾
賢
隆
氏
か
ら
ご
批
判
を
受
け
た
。「
手

紙
全
体
の
基
調
か
ら
、
径
山
が
材
木
の
寄
贈
に
与
っ
た
と
理
解
す
る
。
も
し
喜
捨

で
な
い
と
し
た
ら
、
無
準
が
板
木
を
贈
ら
れ
て
支
援
を
受
け
、
径
山
の
落
成
し
た

こ
と
に
感
激
し
、
お
礼
の
尺
牘
に
添
え
て
宣
城
の
虎
図
二
本
を
謝
国
明
に
送
り
届

け
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
必
要
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
﹇
西
尾2003

:92

﹈。
つ
ま
り
、
径
山
か
ら
感
謝
さ
れ
て
い
る
以
上
、
謝
国

明
の
行
為
は
貿
易
活
動
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
「（
銭
）
参
万
緡
」
も
貿
易
代
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価
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
南

宋
期
に
な
る
と
浙
東
地
域
で
森
林
伐
採
が
進
み
、
木
材
入
手
が
困
難
に
な
っ
た

﹇
岡
元
司1998
﹈。
こ
の
た
め
宋
で
は
木
材
の
値
段
が
高
騰
し
、
安
価
な
日
本
の
木

材
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
陸
游
『
放
翁
家
訓
』
で
子
孫
に
厚

葬
を
禁
じ
た
箇
所
で
、「
倭
船
が
明
州
（
慶
元
）・
臨
安
に
来
れ
ば
良
質
の
柩
を
三

〇
貫
で
購
入
で
き
る
（
四
明
・
臨
安
倭
船
到
時
、
用
三
十
千
可
得
一
佳
棺
）」
と

記
す
。
倭
船
が
も
た
ら
し
た
木
材
は
、
宋
国
内
で
採
取
さ
れ
る
も
の
と
比
べ
、
質

の
割
に
安
価
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
径
山
の
よ
う
な
大
寺
院
の
造
営
の
場
合
、
良
質

の
材
木
を
大
量
に
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
ち
ょ
う
ど
円
爾
と
い
う

つ
て
も
あ
っ
た
た
め
、
日
本
の
木
材
が
注
目
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
し
て
み

れ
ば
、
謝
国
明
が
材
木
千
枚
を
用
意
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
有
償
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
径
山
と
し
て
は
充
分
に
感
謝
に
値
す
る
行
な
い
だ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
続
く
ｊ
の
部
分
も
理
解
で
き
る
。「
半
年
間
こ
の
約

の
通
り
に
し
て
く
れ
れ
ば
（
あ
な
た
円
爾
が
謝
国
明
ら
に
木
材
の
値
段
を
下
げ
る

こ
と
を
言
い
つ
け
て
く
れ
れ
ば
）、
私
は
借
金
ま
み
れ
に
な
ら
ず
に
済
む
（
完
済

で
き
る
）
で
し
ょ
う
。
心
か
ら
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
内
容
で
、
ｉ
で
述
べ
た

こ
と
を
改
め
て
お
願
い
し
て
い
る
。
半
年
後
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、

円
爾
か
ら
見
た
時
の
支
払
い
完
了
期
日
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
徳
敷
が
尺

牘
を
書
い
た
の
が
一
二
四
五
年
五
月
、
木
材
代
価
支
払
い
予
定
が
一
二
四
六
年
夏

（
四
〜
六
月
）
だ
か
ら
、
支
払
い
予
定
ま
で
一
年
近
く
あ
る
が
、
径
山
―
京
都
間

の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
考
え
れ
ば
、
円
爾
の
手
元
に
尺
牘
が
届
い
て
か
ら
徳
敷
の
支
払

い
完
了
ま
で
は
半
年
程
度
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
円
爾
尺
牘
３
を
持
っ
た
能

上
人
が
、
京
都
か
ら
宋
に
到
る
ま
で
八
ヶ
月
、
径
山
に
到
る
ま
で
十
ヶ
月
だ
っ
た

（
一
二
四
三
年
九
月
〜
一
二
四
四
年
五
月
〜
七
月
）。
能
上
人
の
場
合
、
漂
流
な
ど

の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
な
け
れ
ば
も
っ
と
早
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
徳
敷
に

は
、
径
山
―
京
都
間
の
連
絡
は
半
年
か
ら
一
年
く
ら
い
と
い
う
大
雑
把
な
知
識
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
以
上
の
解
釈
に
随
っ
て
、
今
ま
で
見
て
き
た
徳
敷
尺
牘
ｆ
〜
ｊ
を
ま
と

め
て
み
よ
う
。

ｆ
徳
敷
は
木
材
の
代
価
と
し
て
三
万
貫
の
支
払
い
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
円
爾
に
必
ず
支
払
う
こ
と
を
述
べ
る
。
役
所
で
借
金
を
し
た
こ
と

に
触
れ
て
い
る
の
は
、
支
払
い
の
意
思
は
あ
り
、
そ
の
た
め
の
努
力
も
し
た

こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

ｇ
徳
敷
は
綱
首
た
ち
の
出
航
の
時
に
な
っ
て
も
支
払
い
が
で
き
ず
、
契
約
書
を

作
成
し
た
こ
と
、
来
年
の
夏
に
送
金
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。

ｈ
木
材
は
破
損
し
て
い
た
の
で
、
価
値
が
低
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

ｉ
木
材
の
値
引
き
を
謝
国
明
ら
に
言
い
つ
け
る
よ
う
に
、
円
爾
に
要
求
す
る
。

ｊ
も
し
も
こ
の
要
求
を
容
れ
て
く
れ
れ
ば
自
分
は
借
金
ま
み
れ
に
な
ら
ず
に
済

む
と
し
て
、
円
爾
に
哀
願
す
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
板
渡
の
墨
蹟
と
徳
敷
尺
牘
に
記
さ
れ
て
い
る
円
爾
の
板
渡
の
事
蹟
に

関
し
て
、
史
料
に
即
し
て
再
解
釈
を
試
み
た
。
第
一
章
で
は
板
渡
の
墨
蹟
に
先
行

す
る
三
通
の
関
連
文
書
を
挙
げ
て
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
年
代
の
考

証
を
行
な
い
、
特
に
円
爾
尺
牘
写
に
関
し
て
は
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
テ
キ
ス

ト
の
錯
簡
を
指
摘
し
て
修
正
を
行
な
っ
た
。
第
二
章
で
は
板
渡
の
墨
蹟
と
徳
敷
尺

牘
を
読
み
込
み
、
円
爾
の
板
渡
と
は
木
材
の
喜
捨
で
は
な
く
、
実
質
的
に
は
貿
易
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で
あ
り
、
巨
額
の
代
価
支
払
い
を
め
ぐ
り
綱
首
・
徳
敷
・
円
爾
の
間
で
シ
ビ
ア
な

や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

両
尺
牘
を
含
む
一
連
の
史
料
に
は
な
お
論
点
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
冗
長
に
な

る
の
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
以
上
で
留
め
る
こ
と
に
す
る
。
別
稿
で
触
れ
た

部
分
も
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
﹇
榎
本2008

﹈。
最
後
に
先
行
研
究
と
本
稿

で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
円
爾
・
無
準
・
徳
敷
の
尺
牘
五
通
の
読
み
下
し
私

案
を
掲
げ
、
本
稿
を
終
え
た
い
。

○
無
準
師
範
尺
牘
（
写
）
１

師
範
和
南
し
て
手
ず
か
ら
日
本
国
大
宰
府
崇
福
爾
長
老
（
円
爾
）
に
白
す
。

い
さ
さ

つ
ね

一
別
し
て
許
か
久
し
く
、
毎
に
馳
参
を
切
に
す
。
近
ご
ろ
書
を
収
め
、
且
つ

出
で
て
人
天
の
命
に
応
じ
、
世
の
導
師
と
為
る
を
知
れ
ば
、
老
懐
慰
喜
す
。

…
山
中
（
径
山
）
復
た
火
厄
に
罹
る
と
雖
も
、
日
来
亦
た
成
就
の
漸
有
れ
ば
、

遠
念
を
労
わ
す
無
か
れ
。
正
続
（
径
山
正
続
院
）
但
だ
仏
殿
を
欠
く
の
み
に

し
て
、
亦
た
一
面
経
営
せ
り
。
恐
ら
く
之
を
知
ら
ん
と
欲
す
。
祐
（
道

よ

祐
）・
音
（
覚
音
）
二
兄
此
に
在
り
て
、
過
得
す
る
こ
と
甚
だ
好
し
。
祐
近

来
趣
向
有
り
、
甚
だ
喜
ぶ
べ
し
。
前
日
寄
す
る
所
の
二
件
の
信
物
、
一
々
書

す
な
わ

中
の
数
目
の
如
く
領
し
訖
る
。
極
め
て
道
義
に
感
ぜ
り
。
便
中
就
ち
錦
の

法
衣
一
頂
、
乃
ち
前
輩
の
尊
宿
の
相
伝
の
者
を
以
っ
て
付
去
す
。
説
法
に
遇

わ
ば
一
披
せ
よ
。
餘
は
宜
し
く
大
法
の
為
に
自
愛
す
べ
し
。
是
祝
。
大
宋
国

臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
住
持
特
賜
仏
鑑
円
照
禅
師
師
範
和
南
す
。
崇
福

爾
長
老
。

○
無
準
師
範
尺
牘
２

さ
き

師
範
和
南
し
て
手
ず
か
ら
承
天
堂
頭
長
老
（
円
爾
）
に
白
す
。
向
に
曾
て
書

を
収
め
（＝

円
爾
尺
牘
１
）、
已
に
嘗
て
回
答
し
（＝

無
準
尺
牘
１
）、
就
ち

す
な
わ

錦
法
衣
壱
頂
の
附
去
す
る
有
り
。
乃
是
ち
従
上
来
の
諸
知
識
の
所
伝
の
者
に

し
て
、
以
っ
て
付
授
不
妄
な
る
を
表
す
。
茲
来
豪
上
人
（
一
翁
院
豪
）
来
り

て
再
び
書
を
収
め
れ
ば
、
乃
ち
前
書
未
だ
到
ら
ざ
る
を
知
る
。
又
た
道
躰
安

隠
た
る
を
知
り
、
慰
と
為
す
こ
と
多
し
。
信
物
已
に
数
の
如
く
領
し
訖
る
。

相
望
む
こ
と
迢
々
た
れ
ば
、
何
ぞ
必
し
も
此
に
構
え
ん
や
。
甚
感
々
々
。
言

か

う
所
の
大
字
、
一
々
写
き
去
る
。
又
た
寺
大
に
し
て
字
小
な
る
を
恐
る
れ
ば
、

用
う
べ
き
や
否
や
を
知
ら
ず
。
如
し
用
う
べ
か
ら
ざ
ら
ば
、
後
便
に
て
寄
声

せ
よ
。
又
た
当
に
書
き
去
る
べ
し
。
山
中
（
径
山
）
壬
寅
（
一
二
四
二
年
）

お
よ

二
月
、
復
た
火
厄
に
罹
る
も
、
聖
君
洎
び
朝
廷
の
降
賜
及
び
檀
越
の
施
財
を

う荷
け
、
今
幸
に
し
て
緒
有
れ
ば
、
念
及
を
労
さ
ざ
れ
。
…
切
に
宜
し
く
大
法

の
為
に
保
愛
す
べ
し
。
餘
は
一
々
せ
ず
。
師
範
和
南
し
て
承
天
堂
頭
長
老
に

白
す
。
…

○
円
爾
尺
牘
（
写
）
３

円
爾
百
拝
し
て
径
山
堂
頭
老
師
大
和
尚
（
無
準
師
範
）
の
座
下
に
上
覆
す
。

円
爾
百
生
し
て
幸
甚
に
し
て
、
法
座
に
依
附
し
、
衆
に
随
い
て
弁
道
し
、
殊

に
慈
悲
に
沐
し
、
方
便
を
開
示
し
、
以
っ
て
解
脱
の
門
に
入
り
、
古
今
の
地

え

を
究
竟
す
る
を
得
獲
た
り
。
世
縁
万
生
し
て
、
対
目
挂
心
し
、
猛
列
に
決
断

そ
れ

し
て
、
始
め
て
功
を
全
う
す
る
を
得
た
り
。
爾
よ
り
以
降
、
時
々
自
警
し
、

本
来
円
成
す
と
曰
う
と
雖
も
、
亦
た
須
か
ら
く
漸
く
塵
縁
を
断
ち
、
漸
く
習

う
た

気
を
除
き
、
無
作
の
作
、
無
功
の
功
、
譬
え
ば
大
海
の
如
く
、
転
た
入
り
転

た
深
く
す
る
に
至
る
べ
し
。
区
々
の
意
、
誠
な
る
こ
と
切
に
し
て
言
繁
な
り
。

再
び
慈
悲
を
開
示
す
る
を
請
う
。
円
爾
去
歳
（
一
二
四
一
〜
四
二
年
）
柔
函

（＝
円
爾
尺
牘
１
）
を
以
っ
て
、
座
下
を
塵
汗
せ
り
。
今
年
（
一
二
四
三

た

ま

年
）
法
誨
（＝

無
準
尺
牘
１
）
を
�
賜
わ
り
、
百
拝
啓
読
す
れ
ば
、
感
歎
し

や

て
已
ま
ず
、
悉
く
教
誨
に
従
う
。
且
つ
衆
を
領
す
る
こ
と
安
然
と
し
て
、
法
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し

躰
清
勝
な
る
を
稔
り
、
慰
め
と
為
す
。
特
に
錦
の
袈
裟
一
頂
を
賜
り
、
厚
�

拝
領
す
る
は
、
感
激
の
私３５
に
し
て
、
肌
膂
に
銘
篆
せ
り
。
又
た
甲
寺
（
径

山
）
の
火
厄
に
罹
る
を
承
り
、
三
復
疎
然
と
し
て
、
切
に
思
い
て
支
梧
し
難

し
。
施
主
（
九
条
道
家
？
）
に
縁
有
り
、
謝
国
明
已
に
結
縁
を
為
せ
ば
、
�

木
大
板
一
百
片
、
其
の
﹇

﹈
中
に
勝
載
す
。
使
頭
本
分
に
依
り
、
乱
做
す

る
を
得
ず
。
情
願
し
て
径
山
の
大
仏
殿
を
補
さ
ん
と
欲
す
。
円
爾
・
謝
国
明

か

の
両
﹇

﹈
を
写
き
、
…
。
老
和
尚
の
道
徳
利
物
、
遥
か
に
﹇

﹈。
又
た

弊
寺
（
承
天
寺
）
去
歳
（
一
二
四
二
年
）
八
月
始
め
て
起
ち
て
よ
り
、
今
年

あ
つ

一
周
に
し
て
円
備
せ
り
。
此
れ
は
是
れ
老
和
尚
の
道
徳
の
鍾
む
る
所
に
し
て
、

龍
天
打
供
し
、
一
大
縁
事
を
了
弁
し
…
。
径
山
﹇

﹈
侍
者
。﹇

﹈
備
察

こ
い
ね
が

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
謹
ん
で
此
に
布
覆
す
。
伏
し
て
慈
亮
を
冀
う
。
不
備
。

寛
元
三
年
（
一
二
四
三
年
）
九
月

径
山
堂
頭
和
尚
大
禅
師

○
無
準
師
範
尺
牘
３＝

板
渡
の
墨
蹟

師
範
和
南
し
て
手
ず
か
ら
日
本
承
天
堂
頭
長
老
（
円
爾
）
に
白
す
。
維
時
隆

と
お

お
も
ん
み

暑
な
り
。
緬
く
惟
る
に
、
道
体
安
隠
な
ら
ん
。
去
秋
初
、
能
上
人
来
り
て
書

を
収
め
、
且
つ
住
持
況
有
る
を
知
れ
ば
、
老
懐
慰
喜
す
。
又
た
遠
念
を
荷
う
。

ま
こ
と

山
門
の
興
復
は
重
大
に
し
て
、
特
に
千
板
を
化
し
て
助
と
為
す
は
、
良
に

お
も

道
義
に
感
ぜ
り
。
謂
わ
ざ
り
き
、
巨
舟
の
来
る
や
、
風
濤
の
鼓
す
る
所
と
為

り
、
其
の
同
宗
の
者
多
く
失
う
所
有
ら
ん
と
は
。
此
の
舟
幸
に
し
て
（
嘉
興

お
も

府
）
華
亭
に
泊
す
る
を
得
た
り
。
又
た
以
う
に
、
朝
廷
以
っ
て
内
地
と
為
せ

は
じ
め

ば
、
抽
解
を
許
さ
ざ
ら
ん
。
維
持
す
る
こ
と
一
年
に
し
て
、
方
て
意
を
遂

ぐ
る
を
得
た
り
。
今
華
亭
に
於
い
て
、
已
に
五
百
三
十
片
を
領
せ
り
。
其
の

三
百
三
十
片
、
尚
お
慶
元
に
在
り
て
、
未
だ
入
手
す
る
を
得
ず
。
餘
の
乙
百

し
ば
ら

四
十
片
、
別
舡
未
だ
到
ら
ず
。
且
く
能
上
人
を
留
め
て
此
に
在
り
て
少
住

せ
し
む
る
の
後
、
数
目
の
分
暁
た
る
を
見
し
め
、
却
っ
て
津
発
せ
ん
。
其
の

帰
る
や
、
方
に
書
を
作
り
、
謝
を
綱
使
謝
丈
大
檀
越
に
致
す
を
得
た
る
な
り
。

嘗
て
聞
く
、
日
本
教
律
甚
だ
盛
に
し
て
、
而
る
に
禅
宗
未
だ
振
わ
ず
と
。
今

長
老
既
に
能
く
此
の
宗
を
竪
立
し
、
当
に
一
々
従
上
の
仏
祖
の
所
行
に
依
り

て
、
殊
勝
な
ら
ざ
る
有
る
無
し
。
便
中
略
ぼ
此
に
布
復
す
る
も
、
未
だ
詳
具

に
及
ば
ず
。
餘
は
宜
し
く
大
法
の
為
に
多
々
珍
愛
す
べ
し
。
是
祝
。
師
範
和

南
し
て
手
ず
か
ら
白
す
。

○
徳
敷
尺
牘

徳
敷
咨
目
拝
行
し
て
日
本
承
天
堂
頭
和
尚
尊
属
禅
師
（
円
爾
）
に
上
覆
す
。

ま
す
ま

き
び

う
や
う
や

維
時
仲
夏
の
月
、
暑
気
益
す
隆
し
。

共
し
く
惟
る
に
、
高
く
仏
鑑
を
提
げ

て
、
日
本
並
明
た
り
、
名
藍
を
栄
鎮
し
、
緇
素
帰
敬
す
。
尊
候
の
動
止
万
福

み
だ

き

な
ら
ん
。
徳
敷
叨
り
に
監
寺
を
冒
せ
し
の
時
、
常
に
誨
益
を
聆
く
も
、
違
遠

た
ち
ま

し
て
倏
ち
七
�
を
経
た
り
。
殊
邦
に
相
距
つ
れ
ば
、
瞻
礼
す
る
に
由
無
き
も
、

一
誠
傾
仰
し
、
�
夕
忘
れ
ず
。
山
間
建
造
す
る
も
、
正
に
維
持
に
乏
し
。
豈

に
謂
わ
ん
吾
が
尊
属
、
此
の
名
山
を
眷
た
り
て
、
師
資
益
す
著
る
れ
ば
、
道

望
巨
檀
に
感
じ
て
、
博
施
大
器
に
捐
し
、
老
龍
君
は
暗
中
に
首
を
点
じ
て
、

窮
衲
子
は
定
裏
に
眸
を
開
き
、
恩
帰
す
る
所
有
り
て
、
福
被
ら
ざ
る
無
し
。

い
た

た
ま
た

惟
る
に
是
れ
去
歳
五
月
大
舟
此
に
抵
る
。
適
ま
徳
敷
平
江
に
之
き
、
田
畝

を
督
視
せ
り
。
彼
の
時
付
托
す
る
に
人
を
得
ず
、
区
処
に
失
す
。
是
れ
逗
留

を
致
す
こ
と
数
月
に
し
て
、
忽
ち
二
月
の
間
、
能
兄
（
板
渡
の
墨
蹟
の
能
上

人
と
同
じ
）
綱
首
諸
公
と
偕
に
力
来
し
て
徳
敷
に
委
ぬ
れ
ば
、
之
が
為
に
致

力
せ
り
。
未
だ
朝
省
を
経
て
陳
請
す
る
を
免
れ
ず
。
爾
る
に
人
情
銭
を
用
過

せ
り
。
参
万
緡
、
此
れ
蓋
し
免
る
べ
か
ら
ず
。
皆
な
徳
敷
府
第
に
於
い
て
借

貸
済
用
せ
り
。
能
兄
・
諸
公
、
歴
々
と
し
て
皆
知
る
、
解
纜
の
時
に
臨
み
て
、

又
た
此
の
項
の
還
す
べ
き
無
き
を
。
諸
人
倶
に
来
り
て
、
面
訴
し
て
合
同
文
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約
を
作
れ
ば
、
来
年
夏
の
信
舡
の
至
る
を
借
起
し
て
送
還
せ
ん
。
或
る
も
の

言
う
、
板
木
抵
拆
せ
り
と
。
徳
敷
実
に
和
尚
よ
り
托
さ
る
る
の
故
、
従
い
て

つ
と

之
を
受
け
た
り
。
更
に
望
む
、
謝
綱
使
及
び
諸
公
の
前
に
鼎
言
し
、
力
め
て

や
す

た
っ
と

た
が

其
の
事
の
廉
き
を
主
ば
ん
こ
と
を
。
半
歳
此
の
約
に
爽
う
無
け
れ
ば
、
徳
敷

た

い
の

を
し
て
負
逋
の
人
為
ら
し
む
る
を
免
れ
ん
。
こ
れ
真
に
祷
る
所
な
り
。
捨
を

蒙
る
の
板
、
已
に
先
に
五
百
三
十
片
を
領
し
、
寺
に
帰
し
訖
る
。
外
の
三
百

三
十
片
は
、
尚
お
慶
元
府
に
在
れ
ば
、
継
い
で
経
劃
を
用
っ
て
帰
す
る
を
請

う
。
餘
の
百
四
十
片
は
、
未
だ
至
ら
ざ
れ
ば
、
亦
た
之
を
知
ら
ん
と
欲
す
。

茲
来
恃
み
は
眷
末
に
在
り
、
輙
く
懇
を
冒
す
有
り
。
正
続
（
正
続
院
）・
接

待
（
接
待
庵
）
建
ち
て
已
に
数
載
に
し
て
、
惟
だ
大
仏
宝
殿
及
び
蔵
殿
（
経

ほ

っ

蔵
）
未
だ
備
わ
ら
ざ
る
の
み
。
和
尚
の
運
悲
に
て
、
智
力
闡
広
せ
ん
と
欲
得

す
。
大
門
の
成
る
は
此
れ
大
縁
に
し
て
、
故
に
小
補
に
非
ず
。
謝
綱
使
（
謝

あ
ら
わ

国
明
）
の
書
中
、
又
た
一
機
を
露
す
。
疏
頌
一
軸
（
径
山
正
続
院
仏
殿
経
蔵

勧
縁
偈３６
）
并
び
に
老
和
尚
の
書
信
（
板
渡
の
墨
蹟
）、
併
び
に
此
に
申
呈
す
。

も

い
た

�
し
作
成
に
沐
せ
ば
、
徳
敷
当
に
綿
力
を
効
し
以
っ
て
盛
意
に
符
す
べ
し
。

み
だ謾
り
に
少
信
有
れ
ば
、
別
楮
の
中
に
具
す
。
申
献
軽
尠
に
し
て
、
皇
愧
戒
存

し
ば
ら

す
。
乃
荷
。
尚
お
間
く
敢
て
祈
り
、
道
の
為
に
自
珍
し
、
法
社
を
中
興
し
、

以
っ
て
区
々
の
望
に
副
え
ん
。
伏
し
て
尊
�
を
乞
う
。
不
宣
。

徳
敷

咨
目
拝
行
し
て
承
天
堂
頭
和
尚
尊
属
禅
師
侍
者
に
上
覆
す
。

《
引
用
文
献
》

・

榎
本
渉2001

「
宋
代
の
「
日
本
商
人
」
の
再
検
討
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
〇

―
二

・

同2007

『
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
―
９
〜
１４
世
紀
』
吉
川
弘
文
館

・

同2008

「「
板
渡
の
墨
蹟
」
と
日
宋
貿
易
」『
モ
ノ
か
ら
見
た
海
域
ア
ジ
ア
史

―
モ
ン
ゴ
ル
〜
宋
元
時
代
の
ア
ジ
ア
と
日
本
の
交
流
―
』
九
州
大
学
出
版
会

・

岡
元
司1998

「
南
宋
期
浙
東
海
港
都
市
の
停
滞
と
森
林
環
境
」『
史
学
研

究
』
二
二
〇

・

加
藤
一
寧2002

「
無
文
道
璨
略
伝
」『
禅
学
研
究
』
八
一

・

川
添
昭
二1987

「
鎌
倉
中
期
の
対
外
関
係
と
博
多
」『
九
州
史
学
』
八
八
・

八
九
・
九
〇

・

同1988

「
鎌
倉
初
期
の
対
外
関
係
と
博
多
」『
鎖
国
日
本
と
国
際
交
流
』
上
、

吉
川
弘
文
館

・

衣
川
強2006

『
宋
代
官
僚
社
会
史
研
究
』
汲
古
書
院

・

木
宮
泰
彦1955

『
日
華
文
化
交
流
史
』
冨
山
房

・

曽
我
部
静
雄1949

『
日
宋
金
貨
幣
交
流
史
』
宝
文
館

・

辻
善
之
助1949

『
日
本
仏
教
史
』
三
、
中
世
篇
二
、
岩
波
書
店

・

中
島
楽
章2002

『
明
代
郷
村
の
紛
争
と
秩
序
―
徽
州
文
書
を
史
料
と
し
て

―
』
汲
古
書
院

・

西
尾
賢
隆2001

「
五
島
美
術
館
蔵
「
山
門
疏
」
考
」『
日
本
歴
史
』
六
三
八

・

同2002

「
板
渡
の
墨
蹟
」『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
六

・

同2003

「
徳
敷
の
墨
蹟
」『
日
本
歴
史
』
六
五
九

・

橋
本
雄2007

「
中
国
の
師
か
ら
日
本
の
弟
子
へ
―
大
宰
府
崇
福
寺
円
爾
宛
無

準
師
範
尺
牘
写
―
」『
東
風
西
声
』
三

・

葉
貫
磨
哉1993

『
中
世
禅
林
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

・

広
渡
正
利1977

『
博
多
承
天
寺
史
』
文
献
出
版

・

福
嶋
俊
翁1974

『
福
嶋
俊
翁
著
作
集
』
第
二
巻
、
木
耳
社

・

藤
田
豊
八1932

『
東
西
交
渉
史
の
研
究
』
南
海
篇
、
岡
書
院

・

古
田
紹
欽1988

『
日
本
禅
宗
史
の
諸
問
題
』
大
東
出
版
社

・

宮
澤
知
之1998
『
宋
代
中
国
の
国
家
と
経
済
―
財
政
・
市
場
・
貨
幣
―
』
創
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文
社

・

游
彪2003

『
宋
代
寺
院
経
済
史
稿
』
河
北
大
学
出
版
社

１

近
年
の
図
録
で
は
、
た
と
え
ば
『
北
条
時
宗
と
そ
の
時
代
展
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、

二
〇
〇
一
年
）、『
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
展
／
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
史
―
博
多
・
那

覇
・
長
崎
・
横
浜
・
神
戸
―
』（
福
岡
市
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
）、『
東
ア
ジ

ア
中
世
海
道
―
海
商
・
港
・
沈
没
船
―
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇

五
年
）
な
ど
。
東
京
国
立
博
物
館
や
九
州
国
立
博
物
館
の
常
設
展
で
も
、
し
ば

し
ば
展
示
さ
れ
て
い
る
。

２

建
仁
寺
両
足
院
蔵
『
刻
楮
』
水
三
所
引
、
義
堂
周
信
『
空
華
日
用
工
夫
集
』

別
抄
、
応
安
七
年
十
月
八
日
条
に
、「
禅
僧
衣
服
礼
数
、
剏
於
了
心
。
々
亦
入

宋
、
専
厚
禅
儀
也
」
と
あ
る
。

３

『
聖
一
国
師
年
譜
』
な
ど
に
は
月
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
後
掲
の
円
爾
尺
牘

写
に
は
、
承
天
寺
創
建
が
八
月
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
円
爾
尺
牘
３

ｇ
）。

４

橋
本
雄2007

に
カ
ラ
ー
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
橋
本
氏
に
よ
る
翻
刻
・
訓
読
・

解
釈
が
あ
る
。

５

『
禅
林
墨
蹟
』
上
一
四
・『
墨
蹟
大
観
』
一
―
一
一
な
ど
に
収
め
る
。

６

祐
を
道
祐
に
当
て
る
べ
き
こ
と
は
、
早
く
木
宮
泰
彦
氏
が
指
摘
し
て
い
る

﹇
木
宮1955

:340

（
初
出1926

）﹈。『
東
巌
安
禅
師
行
実
』
に
拠
る
と
、
道
祐

は
一
二
四
五
年
に
無
準
師
範
の
下
を
辞
し
て
帰
国
し
た
僧
で
あ
る
。
京
都
の
北

山
妙
見
堂
に
隠
れ
た
が
、
後
に
東
福
寺
延
寿
堂
に
移
っ
た
と
い
い
、
東
福
寺
の

円
爾
一
門
と
関
係
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
覚
音
の
名
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い

が
、『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
三
に
収
め
る
『
建
長
興
国
禅
寺
碑
文
』（
一
三
四
七
年

頃
撰
）
に
拠
る
と
、
慶
元
天
童
山
で
蘭
渓
道
隆
に
日
本
仏
教
の
現
状
を
伝
え
た

僧
で
あ
る
。
蘭
渓
は
こ
れ
に
よ
り
来
日
の
志
を
抱
い
た
と
い
う
。
蘭
渓
の
来
日

は
一
二
四
六
年
だ
か
ら
、
こ
の
少
し
前
の
話
だ
ろ
う
。
道
祐
・
覚
音
を
祐
・
音

に
充
て
る
こ
と
は
、
年
代
の
点
か
ら
も
自
然
で
あ
る
。

７

無
学
祖
元
『
仏
光
国
師
語
録
』
巻
九
、
長
楽
一
翁
長
老
書
。

８

な
お
無
準
は
こ
の
後
に
、
板
渡
の
墨
蹟
と
同
時
に
正
続
院
仏
殿
復
興
の
援
助

を
求
め
る
勧
縁
偈
も
送
っ
て
い
る
﹇
西
尾2001

﹈。

９

従
来
『
栗
棘
庵
文
書
』
の
写
真
を
掲
載
し
た
図
録
・
写
真
集
を
見
な
い
。
こ

こ
で
は
史
料
編
纂
所
蔵
の
写
真
帳
を
用
い
る
。
ま
た
『
聖
一
国
師
年
譜
』
は
大

東
急
文
庫
出
版
の
応
永
版
複
製
、『
異
国
日
記
』
は
『
影
印
本
異
国
日
記
―
金

地
院
崇
伝
外
交
文
書
集
成
―
』（
東
京
美
術
、
一
九
八
九
）
所
収
の
京
都
金
地

院
蔵
本
写
真
を
参
照
し
た
。

１０

「
甚
」
の
上
部
に
相
当
す
る
残
画
あ
り
。
残
画
か
ら
は
「
其
」
の
可
能
性
も

排
除
で
き
な
い
が
、『
聖
一
国
師
年
譜
』
は
「
甚
」
と
し
、
文
脈
上
も
そ
の
方

が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

１１

広
渡
正
利
氏
は
「
舟
」
か
と
す
る
﹇
広
渡1977

:58

﹈。「
舟
」「
船
」
な
ど

の
字
が
入
る
の
で
あ
ろ
う
。

１２

『
異
国
日
記
』
は
「
両
」
を
読
ま
な
い
が
、「
円
爾
・
謝
国
明
」
の
二
人
に
関

す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
と
、
残
画
か
ら
判
断
し
た
。

１３

『
異
国
日
記
』
で
は
「
径
山
堂
頭
大
禅
師
」
の
後
で
改
行
し
て
「
寛
元
三
年

九
月
」
が
来
る
。

１４

な
お
以
上
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
近
年
橋
本
雄
氏
が
年
表
と
し
て
ま
と
め
て

い
る
﹇
橋
本2007

:36

﹈
が
、
円
爾
尺
牘
１
の
起
草
を
一
二
四
一
年
に
特
定
し
、

円
爾
尺
牘
２
の
起
草
を
一
二
四
二
年
に
宛
て
る
な
ど
、
年
代
比
定
に
つ
い
て
は

多
少
の
相
違
が
あ
る
。

１５

「
疎
然
」
と
あ
る
部
分
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
、「
竦
然
」（
ぞ
っ
と
す
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る
）
の
誤
と
考
え
る
。

１６

『
墨
蹟
之
写
』
慶
長
一
六
年
。

１７

中
国
に
は
ヒ
ノ
キ
が
自
生
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
ヒ
ノ
キ
に
当
た
る
漢
字
も
な

い
（
中
国
で
「
檜
」
と
言
え
ば
ビ
ャ
ク
シ
ン
を
指
す
）。
し
た
が
っ
て
日
本
の

ヒ
ノ
キ
を
見
て
も
「
檜
」
と
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
な
ぜ

「
�
木
」
と
書
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
考
を
待
ち
た
い
。
な
お
早
く
藤
田
豊
八
氏
は
新
井
白
石
の
説
も
参
照
し
、

�
木
を
ヒ
ノ
キ
と
し
て
い
る
﹇
藤
田1932

:494

（
初
出1918

）﹈。

１８

『
禅
林
墨
蹟
』
上
一
二
・『
墨
蹟
大
観
』
一
―
一
二
な
ど
に
収
め
る
。

１９

『
禅
林
墨
蹟
拾
遺
』
中
国
篇
三
六
な
ど
に
収
め
る
。

２０

な
お
能
上
人
は
こ
の
後
も
し
ば
ら
く
帰
国
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
能
上
人

が
無
準
か
ら
与
え
ら
れ
た
印
可
状
が
現
存
し
、
ま
た
無
準
の
死
後
に
語
録
を
編

纂
し
た
こ
と
、
癡
絶
道
冲
（
一
二
五
〇
示
寂
）
を
祭
る
文
を
書
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
か
ら
、
一
二
五
〇
年
ま
で
は
在
宋
し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
﹇
加
藤
一

寧2002
:197-99

﹈。
日
本
で
の
活
動
の
跡
は
不
明
で
、
客
死
し
た
の
か
帰
国
し

た
の
か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。

２１

『
禅
林
墨
蹟
』
上
一
一
、
仏
鑑
禅
師
墨
蹟
（
径
山
正
続
院
仏
殿
経
蔵
勧
縁

偈
）
は
板
渡
の
墨
蹟
と
同
時
に
送
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
﹇
西
尾
賢
隆

2001

﹈
が
、「
惟
大
仏
宝
殿
・
法
宝
蔵
殿
、
未
能
成
就
」
と
記
し
、
円
爾
に
援

助
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
「
大
仏
宝
殿
」「
法
宝
蔵
殿
」
は
、
徳
敷
尺
牘
ｌ
の

「
大
仏
宝
殿
及
蔵
殿
未
備
」
と
あ
る
と
こ
ろ
の
「
大
仏
宝
殿
」「
蔵
殿
」
と
同
じ

も
の
だ
ろ
う
。

２２

西
尾
賢
隆
氏
は
無
準
尺
牘
３
ｄ
・
ｅ
（
不
謂
、
巨
舟
之
来
、
為
風
濤
所
鼓
、

其
同
宗
者
多
有
所
失
。
此
舟
幸
得
泊
華
亭
）
を
「
巨
舟
の
や
っ
て
来
る
と
は
思

い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
風
と
大
波
に
打
ち
付
け
ら
れ
、
同
宗
の
者
が
多
く
失

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
時
に
、
こ
の
舟
は
幸
い
に
も
華
亭
に
停
泊
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」
と
解
釈
し
、「
為
風
濤
所
鼓
、
其
同
宗
者
多
有
所
失
」
を

航
海
の
危
険
な
こ
と
を
示
す
例
え
と
す
る
﹇
西
尾2002

:85

﹈。
だ
が
わ
ざ
わ

ざ
そ
の
よ
う
な
迂
遠
な
解
釈
を
し
な
く
て
も
、「
風
波
に
打
た
れ
て
同
宗
の
者

が
多
く
失
わ
れ
た
」
と
し
て
、
実
際
に
あ
っ
た
事
実
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
船
が
停
泊
し
た
華
亭
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
外
国
船
が
取
引

の
た
め
に
来
航
す
る
港
で
は
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
停
泊
を
「
幸�

い�

に�

も�

停
泊
で

き
た
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
の
航
海
に
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が

あ
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

２３

『
宝
慶
四
明
志
』
巻
六
、
市
舶
。

２４

『
宋
会
要
輯
稿
』
巻
八
六
―
三
三
、
開
禧
元
年
八
月
九
日
条
・
同
巻
八
六
―

三
四
、
嘉
定
六
年
四
月
七
日
条
に
、
臨
安
・
秀
州
（
嘉
興
）・
江
陰
市
舶
務
が

見
え
る
。

２５

包
恢
『
敝
帚
藁
略
』
巻
一
、
禁
銅
銭
申
省
状
に
、「
凡
そ
抽
解
に
係
る
の
司
、

一
処
と
し
て
漏
泄
せ
ざ
る
無
し
。
慶
元
の
外
、
福
建
の
泉
州
と
広
東
の
広
州
の

市
舶
両
処
の
若
き
、
以
っ
て
慶
元
に
異
な
る
無
し
（
凡
係
抽
解
之
司
、
無
一
処

不
漏
泄
。
慶
元
之
外
、
若
福
建
泉
州
与
広
東
広
州
之
市
舶
両
処
、
無
以
異
於
慶

元
）」
と
あ
り
、「
係
抽
解
之
司
」（
市
舶
司
）
の
所
在
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
慶
元
・
泉
州
・
広
州
の
三
箇
所
の
み
で
あ
る
。
ま
た
「
旧
に
仍
り
華

亭
に
就
き
て
司
を
置
き
抽
解
せ
ば
、
則
ち
未
だ
必
ず
し
も
全
く
旧
弊
を
革
む
る

能
わ
ず
と
雖
も
、
而
る
に
慶
元
に
在
る
に
比
せ
ば
、
則
ち
大
い
に
相
遼
絶
す
る

に
似
た
り
（
仍
旧
就
華
亭
置
司
抽
解
、
則
雖
未
必
能
全
革
旧
弊
、
而
比
在
慶
元
、

則
似
大
相
遼
絶
）」
と
も
あ
る
が
、「
昔
の
よ
う
に
華
亭
県
に
市
舶
司
を
置
い
て

抽
解
す
れ
ば
」
と
い
う
以
上
は
、
こ
の
頃
に
は
華
亭
に
市
舶
司
が
置
か
れ
て
い

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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２６

こ
の
計
算
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
﹇
榎
本2008

﹈。
な
お
『
宝
慶
四
明

志
』
巻
六
、
市
舶
所
引
、
尚
書
省
剳
に
拠
れ
ば
、
一
二
二
六
年
に
知
慶
元
府
胡

�
の
申
請
に
よ
っ
て
慶
元
で
の
博
買
は
停
止
さ
れ
抽
解
の
み
行
な
う
こ
と
に

な
っ
た
が
、『
開
慶
四
明
続
志
』
巻
八
所
引
、
呉
潜
奏
状
か
ら
、
一
二
五
六
年

以
前
に
博
買
が
復
活
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

２７

『
中
国
外
交
文
書
辞
典
（
清
末
篇
）』
が
用
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
一
八
五

八
年
の
英
清
天
津
条
約
の
一
節
で
、「
英
国
民
人
、
准
聴
持
照
、
前
往
内�

地�

各

処
、
游
歴
通
商
」。
従
来
租
界
地
に
限
定
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
清
国
内

移
動
を
認
め
た
条
項
だ
が
、
こ
の
「
内
地
」
は
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
設
定
さ
れ
た

租
界
地
の
存
在
を
前
提
と
し
て
考
え
る
べ
き
語
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

２８

『
漢
語
大
詞
典
』『
元
語
言
詞
典
』
な
ど
参
照
。

２９

『
開
慶
四
明
続
志
』
巻
八
所
引
、
尚
書
省
剳
。

３０

包
恢
『
敝
帚
藁
略
』
巻
一
、
禁
銅
銭
申
省
状
。

３１

楼
鑰
『
攻
�
集
』
巻
五
七
、
天
童
山
千
仏
閣
記
。

３２

こ
の
頃
の
米
価
は
だ
い
た
い
一
斗
当
た
り
二
百
〜
三
百
文
で
﹇
宮
澤
知
之

1998

第
二
部
第
五
章
（
初
出1996

）﹈、
宋
代
の
一
斛
は
五
斗
も
し
く
は
十
斗
だ

か
ら
、
三
千
斛
は
三
千
〜
九
千
貫
に
相
当
す
る
。

３３

こ
の
部
分
は
従
来
、「
能
兄
・
諸
公
歴
々
皆
な
知
る
。
解
纜
の
時
に
臨
み
て
、

又
た
此
の
項
の
還
す
べ
き
無
し
。
諸
人
倶
に
来
り
、
面
訴
し
て
合
同
の
文
を
作

り
、
来
年
夏
の
信
舡
を
借
起
し
て
送
還
に
至
る
を
約
す
」
の
よ
う
に
読
ま
れ
て

き
た
。
だ
が
「
歴
々
皆
な
知
る
」
の
内
容
は
、
漢
文
の
読
み
と
し
て
、
前
の
部

分
（
徳
敷
の
借
金
）
で
は
な
く
後
ろ
の
部
分
と
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「
作
合
同
文
約
…
」
を
「
合
同
文
を
作
り
、
…
を
約
す
」
と
読
む
こ
と
に
つ

い
て
も
、
中
国
で
紛
争
終
結
時
に
当
事
者
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
の
一
種
に

「
合
同
文
約
」
が
あ
る
﹇
中
島
楽
章2002

第
六
章:215-16

（
初
出1998

）﹈
か

ら
、「
合
同
文
約
を
作
り
、
…
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３４

ち
な
み
に
「
鼎
」
は
、
正
し
く
は
「
日
」
の
下
に
「
折
」
が
付
い
た
字
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
「
�
（
鼎
の
異
体
字
）」
の
つ
も
り
で
書
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
。

３５

南
宋
の
周
必
大
『
文
忠
集
』
巻
二
四
、
回
寧
国
守
姜
待
制
啓
に
、「
欲
酬
大

�
、
莫
措
片
言
。
姑
陳
感�

激�

之�

私�

、
少
答
記
存
之
厚
（
大
�
に
酬
い
ん
と
欲
す

る
も
、
片
言
を
措
く
莫
し
。
姑
く
感
激
の
私
を
陳
べ
、
少
し
く
記
存
の
厚
に
答

う
）」
と
あ
り
（
感
激
は
感
謝
、
記
存
は
親
切
を
思
う
こ
と
）、「
感
激
之
私
」

は
感
謝
す
る
心
情
を
言
う
表
現
ら
し
い
。
な
お
『
大
漢
和
辞
典
』『
漢
語
大
詞

典
』
な
ど
に
は
見
え
ず
、
何
に
拠
っ
た
も
の
か
も
不
明
だ
が
、
広
渡
正
利
氏
は

「
私
」
を
「
い
た
り
」
と
訓
じ
る
﹇
広
渡1977

:59

﹈。

３６

勧
縁
偈
は
五
島
美
術
館
に
現
存
し
、『
禅
林
墨
蹟
』
上
一
一
・『
墨
蹟
大
観
』

二
―
九
な
ど
に
収
め
る
。「
疏
頌
一
軸
」
が
こ
の
偈
に
当
た
る
こ
と
、
お
よ
び

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
西
尾
賢
隆2001

参
照
。
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